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資料集 https://www.cas.go.jp/ryodo/kenkyu/takeshima/
本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。

竹島研究・解説サイト



この資料集について 1 - 竹島をめぐる出来事と資料集の位置付け
作成目的
　平成26年度から、内閣官房領土・主権対策企画調整室の委
託により、竹島に関する資料調査が行われてきた。委託業務に
より収集されてきた資料は、同室が設置している「竹島研究・解
説サイト」内の、「竹島資料ポータルサイト」に掲載され、また、資
料調査報告書が公表されている。
　「竹島資料ポータルサイト」は、竹島に関する資料を個別に紹
介するもので、資料画像（PDFファイル）と資料概要、内容見本
（関連部分の抜粋）や属性情報が表示されている。
　一方、資料調査報告書は、平成31年度版として総括報告書が
作成され、収集した資料のうち代表的なものを時代区分を設定
して紹介している。報告書には、テーマに応じた解説と資料の紹
介があるが、資料そのものについて紹介するものではない（その
ため、資料画像が完全に見られない場合がある）。
　そこで、調査研究や竹島についての理解促進に資することを
目的に、また、資料調査の成果活用の観点からも、テーマごとに
関連する資料を収録し、解説がともなった形で資料画像全体ま
たは竹島に直接関係する部分を見ることができるよう作成した
ものがこの資料集である。
　資料集の作成にあたっては、資料調査について助言を受ける
ために設置している、研究委員会（右にメンバー）の監修を受け
た。委員各位に厚く御礼申し上げる。
　また、この資料集に収録している資料は、それぞれ所蔵機関
または所有者の許諾を得て掲載している。開示にあたってご協
力いただいた関係機関、各氏に深謝する。

資料収録方針
　当該資料が長大ではない場合には全部を収録し、ページ数
が多数に及ぶ場合には特に竹島に関係する部分のみを収録し
た。資料画像は文字が読める大きさで掲載し、竹島に関係する
部分（場合によってはその前後）のテキストを「内容見本」として
タイプした。
　テキストのタイプにあたっては、旧字は基本的に新字に置き
換え（島根縣→島根県など）、判読が困難な文字は■とし、明ら
かな誤字や誤記をそのままタイプしている部分には「（ママ）」を
入れた。省略部分には「（略）」を入れている。

（1）竹島をめぐる出来事と時代区分の設定
　江戸時代、米子の町人（大谷家、村川家）が幕府の許可を得て鬱陵島に渡航し、その途次、竹島にお
いて漁猟に従事した。鬱陵島への渡航は、1618年（元和4年）に始まり（1625年との説もある）、1696年
（元禄9年）、いわゆる元禄竹島一件によって終わりを迎えるが、明治期に入り再び竹島の利用が活発と
なり、1905年、日本政府は閣議決定により竹島を島根県に編入し、隠岐島司の所管とした。その後、島
根県は漁業取締規則を改正し、竹島におけるアシカ漁を県知事の許可漁業とし、適格者を選定して鑑
札を与え官有地使用料を徴収するなど、日本は竹島に対して行政権等を行使し、それは、第二次世界大
戦終結まで平穏かつ継続的に行われた。
　戦後、サンフランシスコ平和条約により竹島は日本の領土としての地位に変動のないことが確認さ
れ、同条約の発効によって日本の竹島に対する行政権等の行使が再開した。しかしながら、1952年
（昭和27年）1月、韓国の李承晩大統領が「海洋主権宣言」を発し、公海上にいわゆる「李承晩ライン」を
設定してその内側に竹島を取り込み、1954年（昭和29年）以降、竹島を実力で占拠し、現在も不法占拠
を続けている。
　竹島研究・解説サイトでは、江戸時代を「時代区分I」、明治以降、第二次世界対戦終結までを「時代
区分II」、戦後、サンフランシスコ平和条約発効あたりまでを「時代区分III」、韓国による竹島の不法占
拠が顕在化していく時期を「時代区分IV」としている（次頁に時代区分と竹島をめぐる主な出来事）。

（2）資料集の位置付け
　この『竹島関係資料集1vol.1 竹島に対する平穏かつ継続的な行政権等の行使』は、まず、1905年
（明治38年）の、竹島を島根県に編入する閣議決定に至る経過を示す資料を収録している。次いで、所
管、登記、許認可、徴税などを通じて、日本が竹島に平穏かつ継続的に行政権等を行使してきたことを
示す資料を収録している。この資料集の位置付けを概括すると下記となる。

研究委員会委員

委員
元東海大学法学部 教授

塚本 孝

委員
関西大学法学部 教授

中野 徹也

委員
一般社団法人日本安全保障戦略研究所 理事長

髙井 晉　（座長）

※座長以下五十音順

委員 永島 広紀
九州大学韓国研究センター 教授
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資料集の位置付け

1905年（明治38年）に閣議決定により竹島が島根県に編入され、
県下にそれが告示された経緯と、日本が竹島に対して平穏かつ継続的に
行政権等を行使してきたことがわかる。
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竹島へも幕府公認の下で渡海
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アシカ漁業者が官有地
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渡海を禁止
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大阪鉱山監督局が
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一方的に設定し、同ライン内に竹島を取り
込む。日本の他米英等各国は、同宣言に対し
て公海自由の原則に反するものである旨批
判するとともに、日本は、韓国の竹島に関す
る要求に強く抗議。（1952年1月28日）
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サンフランシスコ
平和条約調印

1951年9月8日
米国は韓国の
要求を拒否

1951年8月10日
サンフランシスコ
平和条約発効

1952年4月28日

1953年7月12日-
巡視船への銃撃等
事件発生
韓国人が不法上陸して
いた竹島から、海上保安
庁の巡視船が銃撃や砲
撃を受ける事件が複数
回発生

1954年６月11日

以降、竹島が韓国に
不法占拠される。

以後、1962年、2012年
8月に提案。韓国はいずれ
も拒否

各種制限の解除
サンフランシスコ平和条約発効により、
占領下における各種制限も解除。ただ
し、竹島は日米安保条約に基づき爆撃
訓練区域に再び指定され（1952年7
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シスコ平和条約で竹島が
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1904年9月29日
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日本人の竹島の利用 島根県編入と平穏かつ継続的な行政権等の行使 連合国による竹島の扱い 韓国による不法占拠と我が国の抗議

条約草案作成に参画し
た国は竹島が日本の領
土であるとの認識を共有

韓国の「海洋主権宣言」に
対して日本、各国が抗議
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業
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用
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月）、約8か月後に解除（1953年3月）

米国、英国はサンフラン
シスコ平和条約で竹島が
日本に残されたとの認識

中井養三郎が竹島の
貸下げを願い出る

1904年9月29日

時代区分I 時代区分IV時代区分III時代区分II
日本人の竹島の利用 島根県編入と平穏かつ継続的な行政権等の行使 連合国による竹島の扱い 韓国による不法占拠と我が国の抗議

条約草案作成に参画し
た国は竹島が日本の領
土であるとの認識を共有

韓国の「海洋主権宣言」に
対して日本、各国が抗議

※いわゆる「ラスク書簡」

資料例：
在京英国大使館の報告（1953年）
ヴァン・フリート特命大使報告書
（1954年）

1836年

鬱陵島をめぐり
日朝が交渉

1693年

3 4

竹島関係資料集vol.1

韓国による「海洋主権宣言」平和条約草案
に対し要求

韓国が海洋警察隊
を竹島に派遣

中井養三郎らが竹島漁猟
合資会社を設立（登記）

竹島でのアシカ漁が進む
（競争状態になる）

1905年1904年

資料集 https://www.cas.go.jp/ryodo/kenkyu/takeshima/
本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。

竹島研究・解説サイト 資料集 https://www.cas.go.jp/ryodo/kenkyu/takeshima/
本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。

竹島研究・解説サイト



5 6

2 資料説明
（1）平穏かつ継続的な行政権等の行使
　日本政府は、1905年（明治38年）1月28日、隠岐島の西北85
浬にある無人島の名称を竹島とし、島根県に編入して隠岐島司
の所管とすることを閣議決定した。島根県はそれを県下に告示
し、官有地台帳に竹島を記載した。そして、竹島におけるアシカ
漁業を県知事の許可漁業とし、特定の漁業者にそれを許可し
た。竹島におけるアシカ漁業の主体は、漁業者が組織した竹島
漁猟合資会社で、この会社は法人として登記された。
　以降、竹島に関する漁業規則は改定が加えられ、アシカ漁業
には県税が賦課された。また、竹島においてアシカ漁業を許可
された者は、島根県に官有地の貸下げ願いを継続的に提出して
使用許可を受け、借料を納付した。
　このように、島根県への編入以降、行政機関が法令を適用し
て竹島を管理し、そのもとで民間人が経済活動を行ってきた。
すなわち、日本は竹島に対して平穏かつ継続的に行政権等を行
使してきた（※1）。
　戦後、連合国軍総司令部（SCAPIN）の指令により行政権等
の行使を停止する範囲に竹島が含まれ、一時的に日本人の竹島
への接近が禁止され行政権等の行使が中断するが、サンフラン
シスコ平和条約の発効に伴って再開するところとなった（※2）。
　この資料集に収録した資料は、1905年の閣議決定に関する
資料をはじめ、平穏かつ継続的に行政権等を行使してきたこと
の証左である。資料の内容としては、竹島の所轄、登記、課税、産
業取締、許認可等に関するものである。

（2）島根県編入に至る経緯
古くから知られていた竹島
　竹島は、日本では古くから知られる存在であり、江戸時代に
は主に松島の名で呼ばれた。1849年にフランスの捕鯨船（リア
ンクール号）が竹島に「リアンクール岩」と名前をつけたことも
あって、竹島は、明治に入って、りゃんこ、ランコなどの地元呼称
でも呼ばれていた。
　1903年（明治36年）の頃には、竹島におけるアシカ漁が活発
になり、同年5月、隠岐島で事業を営んでいた中井養三郎（※3）
は、竹島におけるアシカ漁が事業として有望であると考え、竹島
に10数名を派遣し（※4）、翌年4月にも中井は、橋岡友次郎らと
竹島に渡航してアシカ漁を行っている（※5）。
　しかし同じ時期、石橋松太郎、井口龍太、加藤重蔵らも竹島で
アシカ漁を行っており、いわば乱獲状態となっていた。

中井養三郎が竹島の貸下願いを政府に提出
　乱獲状態を懸念した中井は、1904年（明治37年）9月、政府に
竹島において管理されたアシカ漁を実現する必要性を訴え、竹
島を10年間貸与するよう願い出た。
　中井は、貸下の願書に、竹島におけるアシカの上陸場所や、漁
舎、着船場等の場所を示す略図のほか補足説明書を添付し、ア
シカが乱獲されている現状とその影響を説明するとともに、資
源保護とアシカ漁業管理のための施策を提案している。また、願
書末尾の付図では、アシカの上陸場所を赤で、16の保護区域に
分割する境界線を点線で示している（下図）。

（3）竹島の島根県編入
　中井の出願を受けた政府は、島根県からの意見聴取を行っ
た上で、1905年（明治38年）1月28日、島の名前を「竹島」と定
め、島根県の所属とし、隠岐島司（次頁囲み参照）の所管とする
ことを閣議決定した（→No.1）。

　閣議決定の件名や事務処理について内閣書記官室が編纂し
た『件名録』（→No.2）には、この閣議決定の件名や事務処理に
係る記録が残されており、1905年1月10日に内閣書記官室が内
務省から閣議の請議書を接受し、それが1月11日に内閣法制局
に回付され、閣議決定の後、2月2日に内閣法制局から内閣書記
官室に裁可（天皇の承認）の通知があったことなど一連の経緯
がわかる。

　閣議決定前後の経緯は次頁の図に整理するとおりである。竹
島を島根県に編入する閣議決定の後、同年2月15日、内務大臣

が島根県知事に対して竹島の名称と竹島が島根県所属隠岐島
司の所管となったことを告示するように訓令（指示）し（→
No.3）、同年2月22日、島根県知事は隠岐島庁に対し竹島の名
称、所属と隠岐島司の所管とすることを訓令した（→No.4）。ま
た、島根県知事はそれを県下に告示した（→No.5）。

※1
※2
※3

※4
※5

竹島研究・解説サイトコラム「領土と認められるために必要なこと」参照
竹島研究・解説サイト「時代別テーマ解説III」参照
1864年（元治元年）、鳥取県東伯郡小鴨村生まれ。九州、山陰、北陸等各地に滞在、ロシア（ウラジオストック）、朝鮮等に渡航し、
ナマコ・アワビ漁などの水産事業の開発に従事。隠岐水産組合から漁業試験事業の委託も受けた。
奥原碧雲「竹島経営者中井養三郎氏立志伝」（島根県竹島資料室所蔵）
「収第906号」『竹島貸下・海驢漁業書類』（島根県公文書センター所蔵）

中井養三郎が提出した竹島の貸下願いの附図（控え）
所蔵：島根県公文書センター

[隠岐島ヲ距ル西北八十五浬ニ在ル無人島ヲ竹島ト名ケ
島根県所属隠岐島司ノ所管ト為ス]

竹島を島根県に編入する閣議決定

1905年（明治38年）1月28日
所蔵：国立公文書館

北緯37度9分30秒、東経131度55
分、隠岐島から西北85浬にある無人
島を竹島と名付け、島根県隠岐島司の
所管とすることを閣議決定した文書。

p.15

『件名録』所収「無人島（隠岐島ヲ距ル西北八五浬）所属ニ
関スル件」

閣議決定の件名録

1905年（明治38年）
所蔵：国立公文書館

竹島を島根県に編入する閣議決定
（→No.1）の件名が登録された件名
録。閣議決定前後の手続きの流れが
分かる文書。

2

p.19

No.1

No.2

訓第87号

内務大臣が島根県知事に竹島の島根県編入
について告示するよう指示する訓令

1905年（明治38年）2月15日
所蔵：島根県公文書センター

閣議決定（→No.1）を受け、内務大臣
が島根県知事に対し竹島の名称、島
根県所属、隠岐島司の所管となったこ
とを告示するよう指示した訓令。

p.21

No.3

島根県庶第11号

島根県知事から竹島の行政事務を行う
隠岐島庁への訓令

1905年（明治38年）2月22日
所蔵：島根県公文書センター

内務大臣からの訓令（→No.3）を受
け、島根県知事が隠岐島庁に対し、竹
島について訓令したもの（写し）。

p.23

No.4

島根県告示第40号
島根県知事による竹島の島根県編入の告示

1905年（明治38年）2月22日
所蔵：島根県公文書センター

内務大臣の訓令（→No.3）に基づき、
島根県知事が行った竹島の島根県編
入についての告示。

p.25

No.5
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　戦後、連合国軍総司令部（SCAPIN）の指令により行政権等
の行使を停止する範囲に竹島が含まれ、一時的に日本人の竹島
への接近が禁止され行政権等の行使が中断するが、サンフラン
シスコ平和条約の発効に伴って再開するところとなった（※2）。
　この資料集に収録した資料は、1905年の閣議決定に関する
資料をはじめ、平穏かつ継続的に行政権等を行使してきたこと
の証左である。資料の内容としては、竹島の所轄、登記、課税、産
業取締、許認可等に関するものである。

（2）島根県編入に至る経緯
古くから知られていた竹島
　竹島は、日本では古くから知られる存在であり、江戸時代に
は主に松島の名で呼ばれた。1849年にフランスの捕鯨船（リア
ンクール号）が竹島に「リアンクール岩」と名前をつけたことも
あって、竹島は、明治に入って、りゃんこ、ランコなどの地元呼称
でも呼ばれていた。
　1903年（明治36年）の頃には、竹島におけるアシカ漁が活発
になり、同年5月、隠岐島で事業を営んでいた中井養三郎（※3）
は、竹島におけるアシカ漁が事業として有望であると考え、竹島
に10数名を派遣し（※4）、翌年4月にも中井は、橋岡友次郎らと
竹島に渡航してアシカ漁を行っている（※5）。
　しかし同じ時期、石橋松太郎、井口龍太、加藤重蔵らも竹島で
アシカ漁を行っており、いわば乱獲状態となっていた。

中井養三郎が竹島の貸下願いを政府に提出
　乱獲状態を懸念した中井は、1904年（明治37年）9月、政府に
竹島において管理されたアシカ漁を実現する必要性を訴え、竹
島を10年間貸与するよう願い出た。
　中井は、貸下の願書に、竹島におけるアシカの上陸場所や、漁
舎、着船場等の場所を示す略図のほか補足説明書を添付し、ア
シカが乱獲されている現状とその影響を説明するとともに、資
源保護とアシカ漁業管理のための施策を提案している。また、願
書末尾の付図では、アシカの上陸場所を赤で、16の保護区域に
分割する境界線を点線で示している（下図）。

（3）竹島の島根県編入
　中井の出願を受けた政府は、島根県からの意見聴取を行っ
た上で、1905年（明治38年）1月28日、島の名前を「竹島」と定
め、島根県の所属とし、隠岐島司（次頁囲み参照）の所管とする
ことを閣議決定した（→No.1）。

　閣議決定の件名や事務処理について内閣書記官室が編纂し
た『件名録』（→No.2）には、この閣議決定の件名や事務処理に
係る記録が残されており、1905年1月10日に内閣書記官室が内
務省から閣議の請議書を接受し、それが1月11日に内閣法制局
に回付され、閣議決定の後、2月2日に内閣法制局から内閣書記
官室に裁可（天皇の承認）の通知があったことなど一連の経緯
がわかる。

　閣議決定前後の経緯は次頁の図に整理するとおりである。竹
島を島根県に編入する閣議決定の後、同年2月15日、内務大臣

が島根県知事に対して竹島の名称と竹島が島根県所属隠岐島
司の所管となったことを告示するように訓令（指示）し（→
No.3）、同年2月22日、島根県知事は隠岐島庁に対し竹島の名
称、所属と隠岐島司の所管とすることを訓令した（→No.4）。ま
た、島根県知事はそれを県下に告示した（→No.5）。

※1
※2
※3

※4
※5

竹島研究・解説サイトコラム「領土と認められるために必要なこと」参照
竹島研究・解説サイト「時代別テーマ解説III」参照
1864年（元治元年）、鳥取県東伯郡小鴨村生まれ。九州、山陰、北陸等各地に滞在、ロシア（ウラジオストック）、朝鮮等に渡航し、
ナマコ・アワビ漁などの水産事業の開発に従事。隠岐水産組合から漁業試験事業の委託も受けた。
奥原碧雲「竹島経営者中井養三郎氏立志伝」（島根県竹島資料室所蔵）
「収第906号」『竹島貸下・海驢漁業書類』（島根県公文書センター所蔵）

中井養三郎が提出した竹島の貸下願いの附図（控え）
所蔵：島根県公文書センター

[隠岐島ヲ距ル西北八十五浬ニ在ル無人島ヲ竹島ト名ケ
島根県所属隠岐島司ノ所管ト為ス]

竹島を島根県に編入する閣議決定

1905年（明治38年）1月28日
所蔵：国立公文書館

北緯37度9分30秒、東経131度55
分、隠岐島から西北85浬にある無人
島を竹島と名付け、島根県隠岐島司の
所管とすることを閣議決定した文書。

p.15

『件名録』所収「無人島（隠岐島ヲ距ル西北八五浬）所属ニ
関スル件」

閣議決定の件名録

1905年（明治38年）
所蔵：国立公文書館

竹島を島根県に編入する閣議決定
（→No.1）の件名が登録された件名
録。閣議決定前後の手続きの流れが
分かる文書。

2

p.19

No.1

No.2

訓第87号

内務大臣が島根県知事に竹島の島根県編入
について告示するよう指示する訓令

1905年（明治38年）2月15日
所蔵：島根県公文書センター

閣議決定（→No.1）を受け、内務大臣
が島根県知事に対し竹島の名称、島
根県所属、隠岐島司の所管となったこ
とを告示するよう指示した訓令。

p.21

No.3

島根県庶第11号

島根県知事から竹島の行政事務を行う
隠岐島庁への訓令

1905年（明治38年）2月22日
所蔵：島根県公文書センター

内務大臣からの訓令（→No.3）を受
け、島根県知事が隠岐島庁に対し、竹
島について訓令したもの（写し）。

p.23

No.4

島根県告示第40号
島根県知事による竹島の島根県編入の告示

1905年（明治38年）2月22日
所蔵：島根県公文書センター

内務大臣の訓令（→No.3）に基づき、
島根県知事が行った竹島の島根県編
入についての告示。

p.25

No.5

資料集 https://www.cas.go.jp/ryodo/kenkyu/takeshima/
本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。
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※4
※5

「乙庶第152号」『竹嶋』（島根県公文書センター所蔵）
「三七秘乙第三三七号ノ内  無人島所属ニ関スル件」『公文類聚』（国立公文書館所蔵）

 竹島の島根県への編入経緯と所管

1904年9月29日
隠岐在住の中井養三郎が竹島の貸下願いを政府に提出

中井養三郎が、隠岐列島の北西に位置する「リヤンコ」島と称する無人島（竹島
のこと）におけるアシカ漁業の保全及び資源保護のために、同島を貸下げてほ
しいと政府に願い出る。

1905年2月22日
島根県知事から隠岐島庁に対する訓令

1905年2月22日
島根県知事が県下に竹島の島根県編入を告示

1905年2月15日
内務大臣が島根県知事に対して指示

閣議決定を受け、内務大臣が島根県知事に対して、竹島の名称と、竹島が島根
県所属隠岐島司の所管となったことを告示するように指示。

島根県知事は、隠岐島庁に対して、竹島の名称、所属と隠岐島司の所管とするこ
とを訓令（指示）した。島根県知事は、竹島の位置、所属、名称、所管について県
下に告示した。

政府内で貸下願いについて検討

閣議決定（1905年1月28日）

　内務省から、島根県に対し意見照会（1904年10月15日）。
　島根県から隠岐島庁に対し、「リヤンコ」島（竹島）を隠岐島司の所管とするこ
と、また、同島の名称について意見照会（1904年11月15日）。これに対し、隠岐
島庁から、所管について了承し、島名は、元来松竹両島があると伝えられ鬱陵島
が竹島とされてきたが、鬱陵島は松島であることが海図上明らかなので「竹島」
が適当であると回答（1904年11月30日）（※4）。

閣議決定に向けて手続き開始（1905年1月10日）
　中井養三郎が貸下を願い出た「リヤンコ」島を竹島と名付け、島根県隠岐島
司の所管とすることを閣議に諮るための文書「無人島所属ニ関スル件」を内務
大臣が内閣総理大臣に提出（※5）。

　「竹島」の名称を定め、島根県所属、隠岐島司の所管とすることを決定。
隠岐島庁（長は隠岐島司）について

　戦前の地方制度の一つで、県知
事の下で管轄区域の行政事務を所
掌する機関。1888年（明治21年）閣
令第3号により、島根県管下隠岐国
に島司を置くとされ、同年島根県令
第51号により島庁が設置された。そ
の後、1890年（明治23年）勅令225
号により島庁は閣令よりも高い勅令
によって設置し直すことが規定され
た。
　さらに、1909年（明治42年）勅令
54号により、隠岐島が正式に島庁を
おく島地に指定された。（隠岐島庁
の管轄区域に竹島が明記された。）
　隠岐島庁は、1926年（大正15年）
勅令147号地方官官制改正により
廃止され、代わりに島根県隠岐支庁
が設置された。

※6

※7
※8

「甲土第4号（竹島面積之件上申書）」『竹嶋』
（島根県公文書センター所蔵）
「島根県地第90号」『竹嶋』（島根県公文書センター所蔵）
アシカ漁の許可を願い出た者については、それまでの実績や就業
の見込みについて調査を行い、隠岐島庁に意見照会した上で許可
対象者を決定した。

(4) 行政権等の行使
　竹島が島根県所属になった後、同県により種々の行政権等が
行使されていく。

①竹島の所轄
　島根県の指示（※6）により隠岐島庁が竹島の面積を調査し、
略図を添付し報告した（※7）。島根県はその内容を官有地台帳
に記載し（→No.6）、面積は弐拾参町参段参畝歩と記載された。

　上記の閣議決定によって、竹島は隠岐島司の所管とされた
が、このことは1909年（明治42年）に勅令54号によって島庁を
置く島地が指定された際に、隠岐島庁の管轄区域として竹島が
記載されていることによっても確認される（→No.7）。

②登記
　島根県は、竹島におけるアシカ漁業を県知事の許可漁業と
し、中井養三郎ほか3名に許可した。中井養三郎は、自身を代表
社員とする竹島漁猟合資会社を橋岡忠重らと設立し、1905年6
月6日、同社は法人として登記された（→No.8）。

③産業取締、許認可
　1905年（明治38年）4月14日、漁業取締規則（1902年島根県
令第130号）を改正し、竹島におけるアシカ漁業を許可漁業とし
（→No.9）、中井養三郎ほか3名に竹島におけるアシカ漁業を許
可し（※8）、それを証明する鑑札を1枚交付した（→No.10）。

竹島官有地台帳
竹島が登録された島根県の官有地台帳

1905年（明治38年）5月17日
所蔵：島根県公文書センター

隠岐国の官有地として竹島が登録さ
れた島根県の官有地台帳。島根県地
理係作成。

p.27

No.6

明治42年勅令54号

隠岐島に島庁を置き竹島を隠岐島庁の管轄
区域に改めて指定した勅令

1909年（明治42年）3月29日
所蔵：国立公文書館

1909年（明治42年）に、隠岐島を島
庁を置く島地に指定するとともに、竹
島を隠岐島とともに改めて隠岐島庁
の管轄区域に指定する勅令。

p.31

No.7

竹島漁猟合資会社登記の公告

1905年（明治38年）6月6日（登記）
1905年（明治38年）6月15日（官報）
所蔵：国立国会図書館
（デジタルコレクション）

1905年（明治38年）に設立された、
中井養三郎を代表社員とする竹島漁
猟合資会社の登記の公告（官報）。

p.37

官報（第6586号）
No.8

島根県令第18号（漁業取締規則改正）
アシカ漁業を許可漁業とする漁業取締規則の改正

1905年（明治38年）4月14日
所蔵：島根県公文書センター

島根県知事の許可を受けるべき漁業
に、竹島におけるアシカ漁業を加えた
漁業取締規則の改正。

p.39

No.9

No.1 No.2

No.3

No.4

No.5

島根県農第1926号
アシカ漁業の許可、鑑札交付の通知

1905年（明治38年）6月5日
所蔵：島根県公文書センター

中井養三郎、加藤重蔵、井口龍太、橋
岡友次郎にアシカ漁業の許可と鑑札
1枚を交付することを通知した文書の
写し。

p.43

No.10

資料集 https://www.cas.go.jp/ryodo/kenkyu/takeshima/
本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。
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※4
※5

「乙庶第152号」『竹嶋』（島根県公文書センター所蔵）
「三七秘乙第三三七号ノ内  無人島所属ニ関スル件」『公文類聚』（国立公文書館所蔵）

 竹島の島根県への編入経緯と所管

1904年9月29日
隠岐在住の中井養三郎が竹島の貸下願いを政府に提出

中井養三郎が、隠岐列島の北西に位置する「リヤンコ」島と称する無人島（竹島
のこと）におけるアシカ漁業の保全及び資源保護のために、同島を貸下げてほ
しいと政府に願い出る。

1905年2月22日
島根県知事から隠岐島庁に対する訓令

1905年2月22日
島根県知事が県下に竹島の島根県編入を告示

1905年2月15日
内務大臣が島根県知事に対して指示

閣議決定を受け、内務大臣が島根県知事に対して、竹島の名称と、竹島が島根
県所属隠岐島司の所管となったことを告示するように指示。

島根県知事は、隠岐島庁に対して、竹島の名称、所属と隠岐島司の所管とするこ
とを訓令（指示）した。島根県知事は、竹島の位置、所属、名称、所管について県
下に告示した。

政府内で貸下願いについて検討

閣議決定（1905年1月28日）

　内務省から、島根県に対し意見照会（1904年10月15日）。
　島根県から隠岐島庁に対し、「リヤンコ」島（竹島）を隠岐島司の所管とするこ
と、また、同島の名称について意見照会（1904年11月15日）。これに対し、隠岐
島庁から、所管について了承し、島名は、元来松竹両島があると伝えられ鬱陵島
が竹島とされてきたが、鬱陵島は松島であることが海図上明らかなので「竹島」
が適当であると回答（1904年11月30日）（※4）。

閣議決定に向けて手続き開始（1905年1月10日）
　中井養三郎が貸下を願い出た「リヤンコ」島を竹島と名付け、島根県隠岐島
司の所管とすることを閣議に諮るための文書「無人島所属ニ関スル件」を内務
大臣が内閣総理大臣に提出（※5）。

　「竹島」の名称を定め、島根県所属、隠岐島司の所管とすることを決定。
隠岐島庁（長は隠岐島司）について

　戦前の地方制度の一つで、県知
事の下で管轄区域の行政事務を所
掌する機関。1888年（明治21年）閣
令第3号により、島根県管下隠岐国
に島司を置くとされ、同年島根県令
第51号により島庁が設置された。そ
の後、1890年（明治23年）勅令225
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※6

※7
※8

「甲土第4号（竹島面積之件上申書）」『竹嶋』
（島根県公文書センター所蔵）
「島根県地第90号」『竹嶋』（島根県公文書センター所蔵）
アシカ漁の許可を願い出た者については、それまでの実績や就業
の見込みについて調査を行い、隠岐島庁に意見照会した上で許可
対象者を決定した。

(4) 行政権等の行使
　竹島が島根県所属になった後、同県により種々の行政権等が
行使されていく。

①竹島の所轄
　島根県の指示（※6）により隠岐島庁が竹島の面積を調査し、
略図を添付し報告した（※7）。島根県はその内容を官有地台帳
に記載し（→No.6）、面積は弐拾参町参段参畝歩と記載された。

　上記の閣議決定によって、竹島は隠岐島司の所管とされた
が、このことは1909年（明治42年）に勅令54号によって島庁を
置く島地が指定された際に、隠岐島庁の管轄区域として竹島が
記載されていることによっても確認される（→No.7）。

②登記
　島根県は、竹島におけるアシカ漁業を県知事の許可漁業と
し、中井養三郎ほか3名に許可した。中井養三郎は、自身を代表
社員とする竹島漁猟合資会社を橋岡忠重らと設立し、1905年6
月6日、同社は法人として登記された（→No.8）。

③産業取締、許認可
　1905年（明治38年）4月14日、漁業取締規則（1902年島根県
令第130号）を改正し、竹島におけるアシカ漁業を許可漁業とし
（→No.9）、中井養三郎ほか3名に竹島におけるアシカ漁業を許
可し（※8）、それを証明する鑑札を1枚交付した（→No.10）。

竹島官有地台帳
竹島が登録された島根県の官有地台帳

1905年（明治38年）5月17日
所蔵：島根県公文書センター

隠岐国の官有地として竹島が登録さ
れた島根県の官有地台帳。島根県地
理係作成。

p.27

No.6

明治42年勅令54号

隠岐島に島庁を置き竹島を隠岐島庁の管轄
区域に改めて指定した勅令

1909年（明治42年）3月29日
所蔵：国立公文書館

1909年（明治42年）に、隠岐島を島
庁を置く島地に指定するとともに、竹
島を隠岐島とともに改めて隠岐島庁
の管轄区域に指定する勅令。

p.31

No.7

竹島漁猟合資会社登記の公告

1905年（明治38年）6月6日（登記）
1905年（明治38年）6月15日（官報）
所蔵：国立国会図書館
（デジタルコレクション）

1905年（明治38年）に設立された、
中井養三郎を代表社員とする竹島漁
猟合資会社の登記の公告（官報）。

p.37

官報（第6586号）
No.8

島根県令第18号（漁業取締規則改正）
アシカ漁業を許可漁業とする漁業取締規則の改正

1905年（明治38年）4月14日
所蔵：島根県公文書センター

島根県知事の許可を受けるべき漁業
に、竹島におけるアシカ漁業を加えた
漁業取締規則の改正。

p.39

No.9

No.1 No.2

No.3

No.4

No.5

島根県農第1926号
アシカ漁業の許可、鑑札交付の通知

1905年（明治38年）6月5日
所蔵：島根県公文書センター

中井養三郎、加藤重蔵、井口龍太、橋
岡友次郎にアシカ漁業の許可と鑑札
1枚を交付することを通知した文書の
写し。

p.43

No.10
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海驢漁業鑑札
竹島におけるアシカ漁業の許可証明（漁業鑑札）

1920年（大正9年）5月5日ほか
所蔵：隠岐郷土館（隠岐の島町）

竹島におけるアシカ漁業の許可証明
（漁業鑑札）の写し。大正9年、昭和4
年、昭和9年、昭和18年交付分。

p.65

　竹島漁猟合資会社は、中井養三郎が代表者となったことを示
す届出書を島根県に提出し（→No.11）、同社を設立した旨を隠
岐島司に届出た（→No.12）。
　この当時の漁業鑑札、またはその写しは現存していないが、
大正9年、昭和4年、昭和9年、昭和18年に交付された漁業鑑札
の写しが残されている（橋岡忠重資料として米子市立図書館に
複写物の所蔵があり、また、隠岐郷土館に複写物が展示されて
いる →No.13）。

 

　その後、島根県は1908年（明治41年）6月30日付で漁業取
締規則を改正し、竹島とその地先20丁（約2180m）以内での、
アシカ漁業以外の漁業を禁止し（→No.14）、1911年（明治44
年）12月30日付の改正で、竹島とその地先水面でのアシカ漁
業以外の漁業を禁止する区域を付図で示した（→No.15）。

　このように、竹島においてはアシカ漁業以外の漁業は禁止さ
れてきたが、1921年（大正10年）4月1日付で、島根県はアシカ
漁業者に限って竹島の一定区域で海藻や貝の採取を行うこと
を許可した（→No.16）。

竹島漁猟合資会社設立御届
竹島漁猟合資会社設立の届出

1905年（明治38年）6月13日
所蔵：島根県公文書センター

隠岐島司に提出した竹島漁猟合資会
社設立届出書の写し。

p.51

竹島漁猟合資会社から島根県への代表者の届出

1905年（明治38年）6月12日
所蔵：島根県公文書センター

中井養三郎を竹島漁猟合資会社の代
表者と定めたことを島根県に届け出た
文書の写し。

p.47

代表者届（写）

島根県令第54号
アシカ漁業以外の漁業禁止区域を図示

1911年（明治44年）12月30日
所蔵：島根県公文書センター

漁業取締規則が改正され、竹島にお
けるアシカ漁業以外の禁止が継続さ
れるとともに、その範囲が付図によっ
て示された。

p.81

島根県令第21号（漁業取締規則改正）
アシカ漁業者に限り海藻、貝類の採取を許可

1921年（大正10年）4月1日
所蔵：島根県立図書館

1921年4月、島根県は漁業取締規
則）を改正し、アシカ漁業者に対して、
許可海面において海藻、貝類の採取を
許可した。

p.89

アシカ漁業以外の漁業を禁止する規則改正

1908年（明治41年）6月30日
所蔵：島根県公文書センター

島根県漁業取締規則が改正され、竹
島とその地先20丁以内でのアシカ漁
業以外の漁業が禁止された。

p.75

島根県令第48号〔漁業取締規則〕

No.11

No.14

No.15

No.16

No.12

No.13

竹島漁猟合資会社「竹島海驢猟成績図　明治38年」『竹嶋』　所蔵：島根県公文書センター
竹島漁猟合資会社の漁猟実績が記録に残されている。

「竹島関係写真」：竹島における漁業は戦前継続的に行われ、1934年（昭和9年）にはその様子が写真に収められている。
所蔵：島根県竹島資料室
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海驢漁業鑑札
竹島におけるアシカ漁業の許可証明（漁業鑑札）

1920年（大正9年）5月5日ほか
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岐島司に届出た（→No.12）。
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の写しが残されている（橋岡忠重資料として米子市立図書館に
複写物の所蔵があり、また、隠岐郷土館に複写物が展示されて
いる →No.13）。

 

　その後、島根県は1908年（明治41年）6月30日付で漁業取
締規則を改正し、竹島とその地先20丁（約2180m）以内での、
アシカ漁業以外の漁業を禁止し（→No.14）、1911年（明治44
年）12月30日付の改正で、竹島とその地先水面でのアシカ漁
業以外の漁業を禁止する区域を付図で示した（→No.15）。

　このように、竹島においてはアシカ漁業以外の漁業は禁止さ
れてきたが、1921年（大正10年）4月1日付で、島根県はアシカ
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竹島漁猟合資会社から島根県への代表者の届出
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中井養三郎を竹島漁猟合資会社の代
表者と定めたことを島根県に届け出た
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代表者届（写）
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所蔵：島根県公文書センター
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　なお、島根県知事許可の下でアシカ漁業が行われはじめてま
もない1905年（明治38年）7月、衛生上の問題を起こしていたア
シカ漁業者に対し隠岐島庁が注意を行っている。これは、竹島
に営造物の建設を予定していた佐世保鎮守府が島根県に取締
を依頼し（→No.17）、島根県が隠岐島司に警察署長と協議の上
で取締を実施するように伝え行われた（→No.18、No.19）。

　1935年（昭和10年）5月には、大阪鉱山監督局に竹島の燐鉱
試掘願いが提出され、1939年（昭和14年）6月6日、竹島燐鉱試
掘が許可された。これは、商工省が同年9月19日付の『官報』（第
3813号）で公告している（→No.20）。

④課税等
　島根県は、1906年（明治39年）3月1日付で県税賦課規則
（1901年（明治34年）島根県令第11号）を改正し、新たにアシカ
漁の税高を定めて税目に加えた（→No.21）。

　中井養三郎は、官有地使用許可願いを提出し許可を取得し、
その許可願は5年ごとに出された（下図に例）。官有地の使用者
は、使用料を毎年支払い、国庫に納付された。島根県公文書セ
ンターには、徴収状況を記録した台帳が残存し、日本銀行に納
付（4円70銭）されていたことが示されている（→No.22）。

県税の賦課対象にアシカ漁業を加える規則改正

1906年（明治39年）3月1日
所蔵：島根県公文書センター

島根県は、県税賦課規則の改正に際
し、営業税の課目（漁業採藻）中にアシ
カ漁を加えた。課額は、「年税金上リ高
千分ノ十五」とされた。

p.103

島根県令第8号（県税賦課規則）

官有地（竹島）使用料の徴収記録

1925年（大正14年）5月14日
所蔵：島根県公文書センター

大正14年度分の官有地竹島使用料4
円70銭の徴収記録。日本銀行に納め
られた。支払者は西郷町の竹島漁猟
合資会社代表社員中井養三郎。

p.109

官有物貸下料

竹島の燐鉱試掘願許可の公告

1939年（昭和14年）6月6日（許可）
1939年（昭和14年）9月19日（官報掲載）
所蔵：島根県立図書館

1934年（昭和9年）5月、竹島の燐鉱
試掘願いが提出され、1939年（昭和
14年）6月6日付で申請者に対し許可
されたことを公告した官報。

p.101

燐鉱試掘願許可
No.20

No.21

No.22

アシカ漁業者への衛生面における指導の通知

1905年（明治38年）7月4日
所蔵：島根県公文書センター

佐世保鎮守府長官が島根県に対し、
皮を剥いだアシカ肉の海岸投棄に衛
生面から苦言を呈し、アシカ漁業者を
取り締るよう要請した文書（写し）。

p.93

佐鎮機密第7号ノ49
No.17

衛第706号
島根県が隠岐島司に取締を指示する文書

1905年（明治38年）7月22日
所蔵：島根県公文書センター

佐世保鎮守府長官から取締の要請を
受けた島根県が、隠岐島司に警察署
長と協議の上で取締を実施するよう
に指示した文書（写し）。

p.97

No.18

乙衛第26号
アシカ漁業者を指導したことを報告する文書

1905年（明治38年）7月26日
所蔵：島根県公文書センター

隠岐島司が島根県に対して、竹島のア
シカ漁業者に説示を行い、実行のため
の請書を作成させたことを県に報告し
た文書（写し）。

p.99

No.19

3 - 収録資料
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　なお、島根県知事許可の下でアシカ漁業が行われはじめてま
もない1905年（明治38年）7月、衛生上の問題を起こしていたア
シカ漁業者に対し隠岐島庁が注意を行っている。これは、竹島
に営造物の建設を予定していた佐世保鎮守府が島根県に取締
を依頼し（→No.17）、島根県が隠岐島司に警察署長と協議の上
で取締を実施するように伝え行われた（→No.18、No.19）。

　1935年（昭和10年）5月には、大阪鉱山監督局に竹島の燐鉱
試掘願いが提出され、1939年（昭和14年）6月6日、竹島燐鉱試
掘が許可された。これは、商工省が同年9月19日付の『官報』（第
3813号）で公告している（→No.20）。

④課税等
　島根県は、1906年（明治39年）3月1日付で県税賦課規則
（1901年（明治34年）島根県令第11号）を改正し、新たにアシカ
漁の税高を定めて税目に加えた（→No.21）。

　中井養三郎は、官有地使用許可願いを提出し許可を取得し、
その許可願は5年ごとに出された（下図に例）。官有地の使用者
は、使用料を毎年支払い、国庫に納付された。島根県公文書セ
ンターには、徴収状況を記録した台帳が残存し、日本銀行に納
付（4円70銭）されていたことが示されている（→No.22）。

県税の賦課対象にアシカ漁業を加える規則改正

1906年（明治39年）3月1日
所蔵：島根県公文書センター

島根県は、県税賦課規則の改正に際
し、営業税の課目（漁業採藻）中にアシ
カ漁を加えた。課額は、「年税金上リ高
千分ノ十五」とされた。

p.103

島根県令第8号（県税賦課規則）

官有地（竹島）使用料の徴収記録

1925年（大正14年）5月14日
所蔵：島根県公文書センター

大正14年度分の官有地竹島使用料4
円70銭の徴収記録。日本銀行に納め
られた。支払者は西郷町の竹島漁猟
合資会社代表社員中井養三郎。

p.109

官有物貸下料

竹島の燐鉱試掘願許可の公告

1939年（昭和14年）6月6日（許可）
1939年（昭和14年）9月19日（官報掲載）
所蔵：島根県立図書館

1934年（昭和9年）5月、竹島の燐鉱
試掘願いが提出され、1939年（昭和
14年）6月6日付で申請者に対し許可
されたことを公告した官報。

p.101

燐鉱試掘願許可
No.20

No.21

No.22

アシカ漁業者への衛生面における指導の通知

1905年（明治38年）7月4日
所蔵：島根県公文書センター

佐世保鎮守府長官が島根県に対し、
皮を剥いだアシカ肉の海岸投棄に衛
生面から苦言を呈し、アシカ漁業者を
取り締るよう要請した文書（写し）。

p.93

佐鎮機密第7号ノ49
No.17

衛第706号
島根県が隠岐島司に取締を指示する文書

1905年（明治38年）7月22日
所蔵：島根県公文書センター

佐世保鎮守府長官から取締の要請を
受けた島根県が、隠岐島司に警察署
長と協議の上で取締を実施するよう
に指示した文書（写し）。

p.97

No.18

乙衛第26号
アシカ漁業者を指導したことを報告する文書

1905年（明治38年）7月26日
所蔵：島根県公文書センター

隠岐島司が島根県に対して、竹島のア
シカ漁業者に説示を行い、実行のため
の請書を作成させたことを県に報告し
た文書（写し）。

p.99

No.19
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平穏かつ継続的な行政権等の行使
1905年（明治３8年） 1906年（明治３9年） 1939年（昭和14年）

竹島におけるアシカ漁が盛んになり、
1904年（明治37年）には過当競争になる

島根県の許可の下、竹島でアシカ漁が行われる

1912年

島根県編入を閣議決定
1905年1月28日

竹島の名称を定め、島根県に
編入し、隠岐島司の所管と
することを閣議決定

内務大臣が告示を指示
1905年2月15日

内務大臣が島根県知事に竹島
の島根県編入について告示
するよう指示

内務省が意見照会
1904年10月15日

中井の願いを受けて、内務省は
外務省、島根県に無人島（竹島）
について照会

島根県が意見照会
1904年11月15日

島根県が隠岐島庁に島の
名称、所管について意見照会

中井が貸下げを願い出
1904年9月29日

中井養三郎が無人島であるリヤン
コ島の貸下げを政府に願い出る

隠岐島庁が回答
1904年11月30日

隠岐島庁が所管を了承し
島の名称は「竹島」が適当だ
と島根県に回答

1906年3月27日

島根県が竹島を実地調査

③産業取締、許認可（鉱業権関連）

③産業取締、許認可（漁業関連）

官有地借用願を提出
1906年4月30日

中井養三郎が官有地（竹島）の
借用願いを提出。（期間は1906年
6月から1911年5月までの5年間）

官有地借用願を提出
1910年6月25日

中井養三郎が官有地（竹島）の
借用願いを提出。（期間は1911年
７月から1916年６月までの5年間）

官有地借用願を提出
1915年4月30日

中井養三郎が官有地（竹島）の
借用願いを提出。（期間は1916年
7月から1921年6月までの5年間）

アシカ漁業を許可
1905年6月5日

島根県が中井養三郎ほか3名に
アシカ漁業を許可し、鑑札交付

アシカ漁業を追加
1905年4月14日

島根県が漁業取締規則を改正し、
竹島でのアシカ漁業を
県知事の許可漁業に追加

アシカ漁業の許可願
1915年4月30日

中井養一（養三郎の事業継承者）らが
アシカ漁業の許可願いを提出（継続分）

アシカ漁業の許可願
1910年6月25日

中井養三郎らがアシカ漁業の
許可願いを提出（継続分）

アシカ漁業の許可願
1907年6月28日

中井養三郎らがアシカ漁業の
許可願いを提出（継続分）

閣議決定と件名録

収録資料

⑤課税等

島根県が編入を告示
1905年2月22日

島根県知事が竹島の島根県編入
について県下に告示

1905年5月

島根県が竹島を官有地台帳
に登録

官有地台帳に登録

島根県が隠岐島庁に訓令
1905年2月22日

島根県知事が隠岐島庁に対し、
竹島の島根編入について訓令

アシカ漁業者を取締
1905年7月26日

隠岐島庁がアシカ漁業者に竹島に
おける廃棄物の投棄について
注意、取締

アシカ漁業以外の禁止
1908年6月30日

島根県は漁業取締規則を改正し、
竹島とその地先20丁以内での
アシカ漁業以外の漁業を禁止

アシカ漁業以外の禁止
1911年12月30日

島根県は漁業取締規則を改正し
竹島及びその地先の指定区域での
アシカ漁業以外の水産動植物の
採捕を禁止

竹島のノリやアワビの採取を許可
1921年4月1日

島根県は漁業取締規則を改正し、アシカ漁業者
による竹島およびその地先指定区域でのテングサ、
ノリ、ワカメ、サザエ、アワビ等の採取を許可

No.1 No.2 No.3

No.5 No.6

No.4

竹島を隠岐島庁の管轄区域に
勅令で指定

1909年3月29日

勅令で隠岐島を島庁を置く島地に指定し、
竹島を隠岐島庁の管轄区域に指定　
※正式に勅令によって改めて指定された

No.7

燐鉱試掘権を許可
1939年6月6日

申請のあった竹島の燐鉱試掘願いについて、
大阪鉱山監督局が許可。商工省が同年
9月19日付の官報（第3813号）で公告

No.20

竹島漁猟合資会社登記
1905年6月6日

中井養三郎を代表社員とする竹島
漁猟合資会社が登記され、
官報で公告（6月15日）

No.8

官有地使用料を設定
1906年7月2日

島根県は、アシカ漁業者に対し
竹島の官有地使用料を年間4円
20銭に設定し、以降徴収

No.22

税目にアシカ漁業追加
1906年3月1日

島根県は、県税賦課規則の営業税
の課目中にアシカ漁を加えた

No.21

No.9 No.10 No.13

No.17 No.18 No.19

No.14 No.15 No.16

アシカ漁業の許可願
1905年5月20日

中井が提出した海驢漁業許可願は
同年5月20日付け

竹島漁猟合資会社設立
1905年6月6日

中井養三郎ら4名が竹島漁猟合資会社を
設立。代表者と設立の旨を届出。

No.11 No.12

1920年4月29日、
1921年4月2日、
1926年3月17日にも
官有地借用願を提出

※1916年（大正５）6月までは年間4円20銭、
　同年7月から年間4円70銭

竹島の島根県編入 ②登記
①竹島の
所轄

①竹島の所轄

1905年8月19日

島根県知事が竹島を視察

1907年
島根県が、皇太子殿下（後の
大正天皇）行啓の際、「島根写
真帖」（竹島を含む写真集）と
アシカの皮を献上

島根県が『島根県産業要
覧』に竹島について記載。
『島根県案内』『島根県誌』
『隠岐島誌』等にも記載
（1912年～）

1934年
鳥取県水産試験場が
竹島周辺海域を調査

No.1

13 14資料集 https://www.cas.go.jp/ryodo/kenkyu/takeshima/
本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。

竹島研究・解説サイト 資料集 https://www.cas.go.jp/ryodo/kenkyu/takeshima/
本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。

竹島研究・解説サイト



島
根
県・隠
岐
島
庁

中
央

官
民
の
関
係

動
向
、出
来
事

平穏かつ継続的な行政権の行使
1905年（明治３8年） 1906年（明治３9年） 1939年（昭和14年）

竹島におけるアシカ漁が盛んになり、
1904年（明治37年）には過当競争になる

島根県の許可の下、竹島でアシカ漁が行われる

1912年

島根県編入を閣議決定
1905年1月28日

竹島の名称を定め、島根県に
編入し、隠岐島司の所管と
することを閣議決定

内務大臣が告示を指示
1905年2月15日

内務大臣が島根県知事に竹島
の島根県編入について告示
するよう指示

内務省が意見照会
1904年10月15日

中井の願いを受けて、内務省は
外務省、島根県に無人島（竹島）
について照会

島根県が意見照会
1904年11月15日

島根県が隠岐島庁に島の
名称、所管について意見照会

中井が貸下げを願い出
1904年9月29日

中井養三郎が無人島であるリヤン
コ島の貸下げを政府に願い出る

隠岐島庁が回答
1904年11月30日

隠岐島庁が所管を了承し
島の名称は「竹島」が適当だ
と島根県に回答

1906年3月27日

島根県が竹島を実地調査

③産業取締、許認可（鉱業権関連）

③産業取締、許認可（漁業関連）

官有地借用願を提出
1906年4月30日

中井養三郎が官有地（竹島）の
借用願いを提出。（期間は1906年
6月から1911年5月までの5年間）

官有地借用願を提出
1910年6月25日

中井養三郎が官有地（竹島）の
借用願いを提出。（期間は1911年
７月から1916年６月までの5年間）

官有地借用願を提出
1915年4月30日

中井養三郎が官有地（竹島）の
借用願いを提出。（期間は1916年
7月から1921年6月までの5年間）

アシカ漁業を許可
1905年6月5日

島根県が中井養三郎ほか3名に
アシカ漁業を許可し、鑑札交付

アシカ漁業を追加
1905年4月14日

島根県が漁業取締規則を改正し、
竹島でのアシカ漁業を
県知事の許可漁業に追加

アシカ漁業の許可願
1915年4月30日

中井養一（養三郎の事業継承者）らが
アシカ漁業の許可願いを提出（継続分）

アシカ漁業の許可願
1910年6月25日

中井養三郎らがアシカ漁業の
許可願いを提出（継続分）

アシカ漁業の許可願
1907年6月28日

中井養三郎らがアシカ漁業の
許可願いを提出（継続分）

閣議決定と件名録

収録資料

⑤課税等

島根県が編入を告示
1905年2月22日

島根県知事が竹島の島根県編入
について県下に告示

1905年5月

島根県が竹島を官有地台帳
に登録

官有地台帳に登録

島根県が隠岐島庁に訓令
1905年2月22日

島根県知事が隠岐島庁に対し、
竹島の島根編入について訓令

アシカ漁業者を取締
1905年7月26日

隠岐島庁がアシカ漁業者に竹島に
おける廃棄物の投棄について
注意、取締

アシカ漁業以外の禁止
1908年6月30日

島根県は漁業取締規則を改正し、
竹島とその地先20丁以内での
アシカ漁業以外の漁業を禁止

アシカ漁業以外の禁止
1911年12月30日

島根県は漁業取締規則を改正し
竹島及びその地先の指定区域での
アシカ漁業以外の水産動植物の
採捕を禁止

竹島のノリやアワビの採取を許可
1921年4月1日

島根県は漁業取締規則を改正し、アシカ漁業者
による竹島およびその地先指定区域でのテングサ、
ノリ、ワカメ、サザエ、アワビ等の採取を許可

No.1 No.2 No.3

No.5 No.6

No.4

竹島を隠岐島庁の管轄区域に
勅令で指定

1909年3月29日

勅令で隠岐島を島庁を置く島地に指定し、
竹島を隠岐島庁の管轄区域に指定　
※正式に勅令によって改めて指定された

No.7

燐鉱試掘権を許可
1939年6月6日

申請のあった竹島の燐鉱試掘願いについて、
大阪鉱山監督局が許可。商工省が同年
9月19日付の官報（第3813号）で公告

No.20

竹島漁猟合資会社登記
1905年6月6日

中井養三郎を代表社員とする竹島
漁猟合資会社が登記され、
官報で公告（6月15日）

No.8

官有地使用料を設定
1906年7月2日

島根県は、アシカ漁業者に対し
竹島の官有地使用料を年間4円
20銭に設定し、以降徴収

No.22

税目にアシカ漁業追加
1906年3月1日

島根県は、県税賦課規則の営業税
の課目中にアシカ漁を加えた

No.21

No.9 No.10 No.13

No.17 No.18 No.19

No.14 No.15 No.16

アシカ漁業の許可願
1905年5月20日

中井が提出した海驢漁業許可願は
同年5月20日付け

竹島漁猟合資会社設立
1905年6月6日

中井養三郎ら4名が竹島漁猟合資会社を
設立。代表者と設立の旨を届出。

No.11 No.12

1920年4月29日、
1921年4月2日、
1926年3月17日にも
官有地借用願を提出

※1916年（大正５）6月までは年間4円20銭、
　同年7月から年間4円70銭

竹島の島根県編入 ②登記
①竹島の
所轄

①竹島の所轄

1905年8月19日

島根県知事が竹島を視察

1907年
島根県が、皇太子殿下（後の
大正天皇）行啓の際、「島根写
真帖」（竹島を含む写真集）と
アシカの皮を献上

島根県が『島根県産業要
覧』に竹島について記載。
『島根県案内』『島根県誌』
『隠岐島誌』等にも記載
（1912年～）

1934年
鳥取県水産試験場が
竹島周辺海域を調査

No.1
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　内務大臣（芳川顯正）請議の、北緯37度9分30秒、東経131度
55分、隠岐島から西北85浬にある無人島を竹島と名付け、島根
県所属、隠岐島司の所管とすることを閣議決定した文書。　
　中井養三郎からの「リヤンコ島」の貸下願を契機として、島根県
に意見照会を行った後、1905年（明治38年）1月28日に閣議決
定した。この決定により、それまで隠岐島など竹島に近い地元で
はりゃんこ島、ランコなどと呼ばれていた無人島に「竹島」の名称
が付され、島根県の所属、隠岐島司の所管となった（経緯につき
P7参照）。
　閣議決定で、他国の占領の形跡がなく関係書類から中井が漁
猟活動を行っていることが明らかで国際法上占領の事実が認め
られることから島根県の所属、隠岐島司の所管として差し支えな
いとしている。
　この決定は、『件名録』に記載され（→No.2）、内務大臣から島
根県知事に対し、この決定の内容について管内に告示するよう訓
令が発せられた（→No.3）。

資料概要

作成年月日 1905年（明治38年）1月28日
編著者 内閣
発行者 内閣
収録誌 公文類聚・第二十九編・明治三十八年・第一巻

・政綱・帝国議会・行政区・地方自治・雑載
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 国立公文書館
利用方法 国立公文書館で利用手続きを行う

竹島の島根県編入

No.1

1905年（明治38年）1月28日

竹島を島根県に編入する閣議決定
[隠岐島ヲ距ル西北八十五浬ニ在ル無人島ヲ竹島ト名ケ島根県所属隠岐島司ノ所管ト為ス]

内容見本
明治三十八年一月二十八日
内閣総理大臣（花押）　法制局長官（印）
外務大臣（花押）　大蔵大臣（花押）　海軍大臣（花押）　
文部大臣（花押）　逓信大臣（花押）
内務大臣（花押）　陸軍大臣（花押）　司法大臣（花押）　
農商務大臣（花押）
別紙内務大臣請議無人島所属ニ関スル件ヲ審査スルニ右
ハ北緯三十七度九分三十秒東経百三十一度五十五分隠
岐島ヲ距ル西北八十五浬ニ在ル無人島ハ他国ニ於テ之ヲ
占領シタリト認ムヘキ形跡ナク一昨三十六年本邦人中井
養三郎ナル者ニ於テ漁舎ヲ構ヘ人夫ヲ移シ猟具ヲ備ヘテ
海驢猟ニ着手シ今回領土編入並ニ貸下ヲ出願セシ所此
際所属及島名ヲ確定スルノ必要アルヲ以テ該島ヲ竹島ト
名ケ自今島根県所属隠岐島司ノ所管ト為サントスト謂フニ
在リ依テ審査スルニ明治三十六年以来中井養三郎ナル者
カ該島ニ移住シ漁業ニ従事セルコトハ関係書類ニ依リ明
ナル所ナレハ国際法上占領ノ事実アルモノト認メ之ヲ本邦
所属トシ島根県所属隠岐島司ノ所管ト為シ差支無之儀ト
思考ス依テ請議ノ通閣議決定相成可然ト認ム

内務省ヘ通牒
明治三十八年二月二日　(印）

所蔵：国立公文書館
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竹島の島根県編入

No.2 閣議決定の件名録

　この『件名録』は、内閣において閣議事項の整理などの事務を
所掌する内閣書記官室が各省庁から送付された公文書の件名
などを登録編綴したもの。1905年（明治38年）の『件名録』のう
ち、「内務省の部第1号」に、竹島の島根県への編入と所管に関す
る閣議決定の事務処理に係る記録が残されており、以下の流れ
がわかる。

資料概要 内容見本
第一号　三七秘乙三三七ノ内
無人島（隠岐島ヲ距ル西北八五浬）所属ニ関スル件
通牒　二月二日　内務
受領一月十日
法制局
一月十一日
二月二日
上申　一月二十八日
裁　二月二日　
記録　（印）
請願書来ル十二日
　　法制ヘ十三日
本件別格ノ義法制ヘ申出ノ分ニテ仝局より最前ノ分返付
シ来ニ付即返却ス
一月二十六日

1月10日
1月11日
1月28日
2月2日

：内閣書記官室が内務省から請議書を接受
：内閣法制局に回付（1月13日に関係資料を送付）
：閣議決定（各大臣が起案文書に署名）
：法制局から内閣書記官室に裁可（天皇の承認）の通知。
 内閣書記官室からその旨を内務省に通牒。
 関係書類を内務省に返却。

作成年月日 1905年（明治38年）
編著者 〔内閣書記官室〕
発行者 〔内閣書記官室〕
収録誌 件名録 甲号 上（自明治三十八年一月・至仝十二月）
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 国立公文書館
利用方法 国立公文書館で利用手続きを行う 所蔵：国立公文書館
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1905年（明治38年）2月15日
訓第87号

作成年月日 1905年（明治38年）2月15日
編著者 内務大臣（芳川顕正）
発行者 内務省
収録誌 令訓　自明治34年至同38年（止）
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県公文書センター
利用方法 島根県公文書センターで利用手続きを行う

（島根県竹島資料室で複製本の閲覧可）

竹島の島根県編入

No.3 内務大臣が島根県知事に竹島の島根県編入について告示するよう指示する訓令

　1905年（明治38年）1月28日の閣議決定（→No.1）を受け、内
務大臣が島根県知事に対し、北緯37度9分30秒、東経131度55
分、隠岐島から西北85浬にある無人島を竹島と名付け、島根県
所属、隠岐島司の所管となったことを管内に告示するよう指示し
た訓令である。
　訓令を受け島根県知事は、同年2月22日、隠岐島庁に対してこ
の旨を心得るよう訓令を発し（→No.4）、県下に告示した（→
No.5）。

資料概要 内容見本
親展（印）
訓第八七号
北緯三十七度九分三十秒東経百三十一度五十五分隠岐
島ヲ距ル西北八十五浬ニ在ル島嶼ヲ竹島ト称シ自令其県
所属隠岐島司ノ所管トス此旨管内ニ告示セラルヘシ
右訓令ス
　明治三十八年二月十五日
　　　内務大臣子爵芳川顕正（印）
　　島根県知事松永武吉殿

所蔵：島根県公文書センター
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1905年（明治38年）2月15日
訓第87号

作成年月日 1905年（明治38年）2月15日
編著者 内務大臣（芳川顕正）
発行者 内務省
収録誌 令訓　自明治34年至同38年（止）
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県公文書センター
利用方法 島根県公文書センターで利用手続きを行う

（島根県竹島資料室で複製本の閲覧可）

竹島の島根県編入

No.3 内務大臣が島根県知事に竹島の島根県編入について告示するよう指示する訓令

　1905年（明治38年）1月28日の閣議決定（→No.1）を受け、内
務大臣が島根県知事に対し、北緯37度9分30秒、東経131度55
分、隠岐島から西北85浬にある無人島を竹島と名付け、島根県
所属、隠岐島司の所管となったことを管内に告示するよう指示し
た訓令である。
　訓令を受け島根県知事は、同年2月22日、隠岐島庁に対してこ
の旨を心得るよう訓令を発し（→No.4）、県下に告示した（→
No.5）。

資料概要 内容見本
親展（印）
訓第八七号
北緯三十七度九分三十秒東経百三十一度五十五分隠岐
島ヲ距ル西北八十五浬ニ在ル島嶼ヲ竹島ト称シ自令其県
所属隠岐島司ノ所管トス此旨管内ニ告示セラルヘシ
右訓令ス
　明治三十八年二月十五日
　　　内務大臣子爵芳川顕正（印）
　　島根県知事松永武吉殿

所蔵：島根県公文書センター
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作成年月日 1905年（明治38年）2月22日
編著者 島根県知事（松永武吉）
発行者 島根県
収録誌 竹嶋
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県公文書センター
利用方法 島根県公文書センターで利用手続きを行う

（島根県竹島資料室で複製本の閲覧可）

竹島の島根県編入

No.4 島根県知事から竹島の行政事務を行う隠岐島庁への訓令

　1905年（明治38年）2月15日の内務大臣による訓令（→No.3）
を受けた島根県知事が、隠岐島庁に対し、内務大臣からの訓令
に基づき、北緯37度9分30秒、東経131度55分、隠岐島から西
北85浬にある無人島を竹島と名付け、島根県所属、隠岐島司の
所管となったことを訓令（通知）したもの（写し）。

資料概要 内容見本
島根県庶第十一号
　　隠岐島庁
北緯三十七度九分三十秒東経百三十一度五十五分隠岐
島ヲ距ル西北八十五浬ニ在ル島嶼ヲ竹島ト称シ自今本県
所属隠岐島司ノ所管ト定メラレ候条此旨心得フヘシ
右訓令ス
　明治三十八年二月二十二日
　　島根県知事　松永武吉

23 24

所蔵：島根県公文書センター

1905年（明治38年）2月22日
島根県庶第11号
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作成年月日 1905年（明治38年）2月22日
編著者 島根県知事（松永武吉）
発行者 島根県
収録誌 竹嶋
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県公文書センター
利用方法 島根県公文書センターで利用手続きを行う

（島根県竹島資料室で複製本の閲覧可）

竹島の島根県編入

No.4 島根県知事から竹島の行政事務を行う隠岐島庁への訓令

　1905年（明治38年）2月15日の内務大臣による訓令（→No.3）
を受けた島根県知事が、隠岐島庁に対し、内務大臣からの訓令
に基づき、北緯37度9分30秒、東経131度55分、隠岐島から西
北85浬にある無人島を竹島と名付け、島根県所属、隠岐島司の
所管となったことを訓令（通知）したもの（写し）。

資料概要 内容見本
島根県庶第十一号
　　隠岐島庁
北緯三十七度九分三十秒東経百三十一度五十五分隠岐
島ヲ距ル西北八十五浬ニ在ル島嶼ヲ竹島ト称シ自今本県
所属隠岐島司ノ所管ト定メラレ候条此旨心得フヘシ
右訓令ス
　明治三十八年二月二十二日
　　島根県知事　松永武吉
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1905年（明治38年）2月22日
島根県庶第11号
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竹島の島根県編入

No.5 島根県知事による竹島の島根県編入の告示

1905年（明治38年）2月22日
島根県告示第40号

　1905年（明治38年）2月15日の内務大臣による訓令（→No.3）
を受け、島根県知事が県下に、北緯37度9分30秒、東経131度
55分、隠岐島から西北85浬にある島嶼を竹島と名付け、島根県
の所属、隠岐島司の所管と定められたこと告示したもの（1905年
2月22日付）。

資料概要 内容見本
島根県告示第四十号　（主任）　（回覧）　
　（明治三十八年二月二十二日受領）　（印）
北緯三十七度九分三十秒東經百三十一度五十五分隠岐
島ヲ距ル西北八十五浬ニ在ル島嶼ヲ竹島ト称シ自今本県
所属隠岐島司ノ所管ト定メラル
　明治三十八年二月二十二日　　島根県知事松永武吉

作成年月日 1905年（明治38年）2月22日
編著者 島根県知事（松永武吉）
発行者 島根県
収録誌 島根県告示　明治38年
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県公文書センター
利用方法 島根県公文書センターで利用手続きを行う

（島根県竹島資料室で複製本の閲覧可）
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竹島の島根県編入

No.5 島根県知事による竹島の島根県編入の告示

1905年（明治38年）2月22日
島根県告示第40号

　1905年（明治38年）2月15日の内務大臣による訓令（→No.3）
を受け、島根県知事が県下に、北緯37度9分30秒、東経131度
55分、隠岐島から西北85浬にある島嶼を竹島と名付け、島根県
の所属、隠岐島司の所管と定められたこと告示したもの（1905年
2月22日付）。

資料概要 内容見本
島根県告示第四十号　（主任）　（回覧）　
　（明治三十八年二月二十二日受領）　（印）
北緯三十七度九分三十秒東經百三十一度五十五分隠岐
島ヲ距ル西北八十五浬ニ在ル島嶼ヲ竹島ト称シ自今本県
所属隠岐島司ノ所管ト定メラル
　明治三十八年二月二十二日　　島根県知事松永武吉

作成年月日 1905年（明治38年）2月22日
編著者 島根県知事（松永武吉）
発行者 島根県
収録誌 島根県告示　明治38年
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県公文書センター
利用方法 島根県公文書センターで利用手続きを行う

（島根県竹島資料室で複製本の閲覧可）
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行政権等の行使：①竹島の所轄

No.6 竹島が登録された島根県の官有地台帳

　竹島の島根県編入後、島根県知事は、隠岐島庁に対し竹島の
面積を報告するよう指示した（1905年（明治38年）5月3日付）（※
1）。
　これを受けて隠岐島司は、竹島の面積を島根県知事に報告し
た（同年5月17日）。面積が示された報告書（上申書）には、竹島の
略図別紙添付との記載がある（※2）。
　同日、島根県（地理係）は、隠岐島司の報告（上申）に基づき、官
有地台帳に竹島について記載した。それには、位置（北緯37度9
分30秒、東緯131度55分、隠岐島の西北85浬）、面積（23町3段
3畝歩）が記され、竹島の名称、所属、所管が定められたことが2
月22日の県告示40号によって県下に告示されたことが記載され
ている。
　また、1940年（昭和15年）8月、竹島が舞鶴鎮守府の海軍用地
となった旨の追記がある。

資料概要 内容見本
（簿冊表紙）
隠岐国周吉郡官有地台帳
　　　穏地
　　　海士
　　　知夫
　　地理係

（略）

一　竹島
　　位置　北緯三拾七度九分三拾秒東緯百三拾壱度五
拾五分隠岐島ヲ距ル西北八十五浬
　　面積　貮拾参町参段参畝歩
　　明治三十八年五月拾七日隠岐島司上申ニヨリ掲載
　　告示　明治三十八年二月二十二日本県告示第四拾
号ヲ以テ竹島ト称シ自今本県所属隠岐島司ノ所管ト定メ
ラレタル旨告示セラレタリ
昭和十五年八月十七日公用廃止ノ上舞鶴鎮守府ヘ海軍
用地トシテ引継ク

作成年月日 1905年（明治38年）5月17日
編著者 島根県地理係
発行者 島根県
収録誌 隠岐国周吉穏地海士知夫郡官有地台帳
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県公文書センター
利用方法 島根県公文書センターで利用手続きを行う

（島根県竹島資料室で複製本の閲覧可）

※1
※2

「島根県地第90号」『竹嶋』（島根県公文書センター所蔵）
「甲土第4号」『竹嶋』（島根県公文書センター所蔵）
略図は文書綴りには収録されていない

所蔵：島根県公文書センター
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②竹島の所轄

No.6 竹島が登録された島根県の官有地台帳

　竹島の島根県編入後、島根県知事は、隠岐島庁に対し竹島の
面積を報告するよう指示した（1905年（明治38年）5月3日付）（※
1）。
　これを受けて隠岐島司は、竹島の面積を島根県知事に報告し
た（同年5月17日）。面積が示された報告書（上申書）には、竹島の
略図別紙添付との記載がある（※2）。
　同日、島根県（地理係）は、隠岐島司の報告（上申）に基づき、官
有地台帳に竹島について記載した。それには、位置（北緯37度9
分30秒、東緯131度55分、隠岐島の西北85浬）、面積（23町3段
3畝歩）が記され、竹島の名称、所属、所管が定められたことが2
月22日の県告示40号によって県下に告示されたことが記載され
ている。
　また、1940年（昭和15年）8月、竹島が舞鶴鎮守府の海軍用地
となった旨の追記がある。

資料概要 内容見本
（簿冊表紙）
隠岐国周吉郡官有地台帳
　　　穏地
　　　海士
　　　知夫
　　地理係

（略）

一　竹島
　　位置　北緯三拾七度九分三拾秒東緯百三拾壱度五
拾五分隠岐島ヲ距ル西北八十五浬
　　面積　貮拾参町参段参畝歩
　　明治三十八年五月拾七日隠岐島司上申ニヨリ掲載
　　告示　明治三十八年二月二十二日本県告示第四拾
号ヲ以テ竹島ト称シ自今本県所属隠岐島司ノ所管ト定メ
ラレタル旨告示セラレタリ
昭和十五年八月十七日公用廃止ノ上舞鶴鎮守府ヘ海軍
用地トシテ引継ク

作成年月日 1905年（明治38年）5月17日
編著者 島根県地理係
発行者 島根県
収録誌 隠岐国周吉穏地海士知夫郡官有地台帳
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県公文書センター
利用方法 島根県公文書センターで利用手続きを行う

（島根県竹島資料室で複製本の閲覧可）

※1
※2

「島根県地第90号」『竹嶋』（島根県公文書センター所蔵）
「甲土第4号」『竹嶋』（島根県公文書センター所蔵）
略図は文書綴りには収録されていない
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行政権等の行使：①竹島の所轄

No.7 隠岐島に島庁を置き竹島を隠岐島庁の管轄区域に改めて指定した勅令

1909年（明治42年）3月29日
明治42年勅令54号

　1909年（明治42年）に、隠岐島を島庁を置く島地に指定すると
ともに、竹島を隠岐島とともに改めて隠岐島庁の管轄区域に指定
する勅令。
　これより先に隠岐島庁は、1888年（明治21年）5月7日付の島
根県令第51号により隠岐国周吉郡西郷町に設置されていた。そ
の後、府県の機構を規定する地方官官制の改正があり、1890年
（明治23年）勅令225号地方官官制第52条によって「勅令ヲ以テ
指定スル所ノ島地ニ特ニ島庁ヲ置ク」との規定が設けられた（P7
参照）。
　そこで、1909年（明治42年）に至り、正式に勅令によって隠岐
島が島庁を置く島地に指定されることとなり、その管轄区域の中
に竹島が明記された。

資料概要 内容見本
朕島庁ヲ置ク島地指定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
（御名御璽）
明治四十二年三月二十九日
　　内閣総理大臣侯爵　　　桂　太郎
　　内務大臣法学博士男爵　平田東助

勅令第五十四号
島庁ヲ置ク島地左ノ通指定ス
府県名　　島庁名　　　管轄区域
東京府　　小笠原島庁　小笠原島、南鳥島、中ノ鳥島
　　　　　八丈島庁　　八丈島、小島、青ヶ島、鳥島
　　　　　大島島庁　　大島
長崎県　　対馬島庁　　対馬島
島根県　　隠岐島庁　　隠岐島、竹島
鹿児島県　大島島庁　　大島郡
沖縄県　　宮古島庁　　宮古郡
八重山島庁　八重山郡
　附則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十九年勅令第十四号ハ之ヲ廃止ス

作成年月日 1909年（明治42年）3月29日
編著者 内閣
発行者 内閣
収録誌 -
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 国立公文書館
利用方法 国立公文書館

（アジア歴史資料センターウェブサイトで閲覧を行う）
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行政権行使：①竹島の所轄

No.7 隠岐島に島庁を置き竹島を隠岐島庁の管轄区域に改めて指定した勅令

1909年（明治42年）3月29日
明治42年勅令54号

　1909年（明治42年）に、隠岐島を島庁を置く島地に指定すると
ともに、竹島を隠岐島とともに改めて隠岐島庁の管轄区域に指定
する勅令。
　これより先に隠岐島庁は、1888年（明治21年）5月7日付の島
根県令第51号により隠岐国周吉郡西郷町に設置されていた。そ
の後、府県の機構を規定する地方官官制の改正があり、1890年
（明治23年）勅令225号地方官官制第52条によって「勅令ヲ以テ
指定スル所ノ島地ニ特ニ島庁ヲ置ク」との規定が設けられた（P7
参照）。
　そこで、1909年（明治42年）に至り、正式に勅令によって隠岐
島が島庁を置く島地に指定されることとなり、その管轄区域の中
に竹島が明記された。

資料概要 内容見本
朕島庁ヲ置ク島地指定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
（御名御璽）
明治四十二年三月二十九日
　　内閣総理大臣侯爵　　　桂　太郎
　　内務大臣法学博士男爵　平田東助

勅令第五十四号
島庁ヲ置ク島地左ノ通指定ス
府県名　　島庁名　　　管轄区域
東京府　　小笠原島庁　小笠原島、南鳥島、中ノ鳥島
　　　　　八丈島庁　　八丈島、小島、青ヶ島、鳥島
　　　　　大島島庁　　大島
長崎県　　対馬島庁　　対馬島
島根県　　隠岐島庁　　隠岐島、竹島
鹿児島県　大島島庁　　大島郡
沖縄県　　宮古島庁　　宮古郡
八重山島庁　八重山郡
　附則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十九年勅令第十四号ハ之ヲ廃止ス

作成年月日 1909年（明治42年）3月29日
編著者 内閣
発行者 内閣
収録誌 -
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 国立公文書館
利用方法 国立公文書館

（アジア歴史資料センターウェブサイトで閲覧を行う）
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所蔵：国立公文書館
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作成年月日 1905年（明治38年）6月6日（登記）
1905年（明治38年）6月15日（官報）

編著者 西郷区裁判所
発行者 大蔵省印刷局 [編]
収録誌 官報（第6586号）
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 国立国会図書館（デジタルコレクション）
利用方法 国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧可能
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行政権等の行使：②登記

No.8 竹島漁猟合資会社登記の公告

　1905年（明治38年）6月5日付で島根県知事から竹島における
アシカ漁業の許可を受けた（→No.12）中井養三郎ら4名は、中
井を代表社員として竹島漁猟合資会社を設立し（同年6月5日
付）、裁判所に登記した。この資料は、同年6月15日にその内容が
公告された官報である。
　この公告には、竹島漁猟合資会社の商号、住所、社員4名の住
所、出資額、設立年月日等が記載され、事業の目的が竹島におけ
るアシカの捕獲、製造販売であることが明記されている。

資料概要 内容見本
商業登記
合資会社登記簿第一冊第一号
一商号　竹島漁猟合資会社　本店島根県周吉郡西郷町
大字西町字指向二十三番地　目的竹島海驢捕獲製造販
売　代表社員ノ氏名中井養三郎　社員ノ氏名住所出資ノ
種類償額及責任　金一千二百円無限島根県周吉郡西郷
町大字西町字指向二十三番地中井養三郎金四百二十円 
有限同県同郡同町同大字字八尾ノ二七番地加藤重蔵金
六百九十円有限同県同郡中村大字湊七百四十番地井口
龍太 金六百九十円有限同県穏地郡五箇村大字久見二百
七十四番地橋岡友次郎　設立ノ年月日　明治三十八年
六月三日
右明治三十八年六月六日登記　西郷区裁判所

所蔵：国立国会図書館（デジタルコレクション）

1905年（明治38年）6月6日（登記）　6月15日（官報掲載）
官報（第6586号）
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作成年月日 1905年（明治38年）6月6日（登記）
1905年（明治38年）6月15日（官報）

編著者 西郷区裁判所
発行者 大蔵省印刷局 [編]
収録誌 官報（第6586号）
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 国立国会図書館（デジタルコレクション）
利用方法 国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧可能

37 38

行政権行使：②登記

No.8 竹島漁猟合資会社登記の公告

　1905年（明治38年）6月5日付で島根県知事から竹島における
アシカ漁業の許可を受けた（→No.12）中井養三郎ら4名は、中
井を代表社員として竹島漁猟合資会社を設立し（同年6月5日
付）、裁判所に登記した。この資料は、同年6月15日にその内容が
公告された官報である。
　この公告には、竹島漁猟合資会社の商号、住所、社員4名の住
所、出資額、設立年月日等が記載され、事業の目的が竹島におけ
るアシカの捕獲、製造販売であることが明記されている。

資料概要 内容見本
商業登記
合資会社登記簿第一冊第一号
一商号　竹島漁猟合資会社　本店島根県周吉郡西郷町
大字西町字指向二十三番地　目的竹島海驢捕獲製造販
売　代表社員ノ氏名中井養三郎　社員ノ氏名住所出資ノ
種類償額及責任　金一千二百円無限島根県周吉郡西郷
町大字西町字指向二十三番地中井養三郎金四百二十円 
有限同県同郡同町同大字字八尾ノ二七番地加藤重蔵金
六百九十円有限同県同郡中村大字湊七百四十番地井口
龍太 金六百九十円有限同県穏地郡五箇村大字久見二百
七十四番地橋岡友次郎　設立ノ年月日　明治三十八年
六月三日
右明治三十八年六月六日登記　西郷区裁判所

所蔵：国立国会図書館（デジタルコレクション）

1905年（明治38年）6月6日（登記）　6月15日（官報掲載）
官報（第6586号）
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作成年月日 1905年（明治38年）4月14日
編著者 島根県知事（松永武吉）
発行者 島根県
収録誌 島根県令　明治38年
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県公文書センター
利用方法 島根県公文書センターで利用手続きを行う

（島根県竹島資料室で複製本の閲覧可）

行政権等の行使：③許認可・産業取締（漁業関連）

No.9 アシカ漁業を許可漁業とする漁業取締規則の改正

　この資料は、竹島におけるアシカ漁業を県知事の許可漁業に追加
することなど、既存の漁業規則を改正する島根県令（1905年（明治38
年）4月14付）。
　竹島の島根県編入後、中井養三郎を始めとした多数の者が竹島に
おけるアシカ漁業の許可を求め隠岐島司に対して申請を行った（※
1）。これを受けて隠岐島司は、島根県知事に対し、1905年（明治38
年）3月7日付でアシカ漁業者を取り締まる必要性を訴えた（※2）。
　島根県知事は、アシカ漁業を許可漁業とする方針とし、それまでの
漁業規則である明治35年島根県令第130号（P41-P42参照）をこの
県令によって改正し、竹島におけるアシカ漁業を県知事の許可漁業に
追加した。
　改正内容は、県知事の許可を受けるべき漁業としてアシカ漁業が
追加され（第一条の改正、原文では海驢漁業）、但し書きとして「隠岐
国竹島におけるものに限る」ことが記載された。また、アシカ漁業の許
可期間は3年とされ（第二条の改正）、許可を受けたい場合には、願書
に許可期間を記載することと規定された（第三条の改正で、対象漁業
にアシカ漁業が追加された）。
　この改正の後、中井を始めとする4名は、同年5月20日付で「海驢漁
業許可願」を島根県知事に提出した（※3）。この時、許可願いを提出
した者は他にもいたが、結果的に中井を始めとする4名に対してアシカ
漁が許可された（→No.10）。

資料概要 内容見本
島根県令第十八号
明治三十五年十一月本県令第百三十号漁業取締規則中
左ノ通更正ス
明治三十八年四月十四日　島根県知事松永武吉
第一条中浮網漁業ノ下（八束郡筑川郡地方ノ名称）トアル
ヲ（宍道湖ニ於テ使用スルモノニ限ル）ト更正ス
第一条中浮網漁業ノ次ニ左ノ通挿入ス
一、海驢漁業（隠岐国竹島ニ於ケルモノニ限ル）
第二条中浮網漁業ノ次ニ海驢漁業ヲ挿入ス
第三条括弧書中潜水器漁業ノ次ニ海驢漁業ヲ挿入ス
第八条ニ左ノ但書ヲ加フ
　但竿釣ハ此限ニアラス
第九条第一号イ、綟子ノ次ニ其他ノ織物ヲ挿入ス

※1

※2

※3

「海驢漁業許可願」『竹島貸下・海驢漁業書類』（1905年3月3日付、
出願者永海寛市）（島根県公文書センター所蔵ほか）
「甲庶第16号（竹島ヘ出漁願ノ義ニ付内申）」『竹嶋』
（1905年3月7日付）（島根県公文書センター所蔵）
「海驢漁業許可願」『竹嶋』（1905年5月20日付、出願者中井養三郎、
加藤重蔵、井口龍太、橋岡友次郎）（島根県公文書センター所蔵）

所蔵：島根県公文書センター

39 40

1905年（明治38年）4月14日
島根県令第18号（漁業取締規則改正）
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作成年月日 1905年（明治38年）4月14日
編著者 島根県知事（松永武吉）
発行者 島根県
収録誌 島根県令　明治38年
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県公文書センター
利用方法 島根県公文書センターで利用手続きを行う

（島根県竹島資料室で複製本の閲覧可）

行政権行使：③許認可・産業取締（漁業関連）

No.9 アシカ漁業を許可漁業とする漁業取締規則の改正

　この資料は、竹島におけるアシカ漁業を県知事の許可漁業に追加
することなど、既存の漁業規則を改正する島根県令（1905年（明治38
年）4月14付）。
　竹島の島根県編入後、中井養三郎を始めとした多数の者が竹島に
おけるアシカ漁業の許可を求め隠岐島司に対して申請を行った（※
1）。これを受けて隠岐島司は、島根県知事に対し、1905年（明治38
年）3月7日付でアシカ漁業者を取り締まる必要性を訴えた（※2）。
　島根県知事は、アシカ漁業を許可漁業とする方針とし、それまでの
漁業規則である明治35年島根県令第130号（P41-P42参照）をこの
県令によって改正し、竹島におけるアシカ漁業を県知事の許可漁業に
追加した。
　改正内容は、県知事の許可を受けるべき漁業としてアシカ漁業が
追加され（第一条の改正、原文では海驢漁業）、但し書きとして「隠岐
国竹島におけるものに限る」ことが記載された。また、アシカ漁業の許
可期間は3年とされ（第二条の改正）、許可を受けたい場合には、願書
に許可期間を記載することと規定された（第三条の改正で、対象漁業
にアシカ漁業が追加された）。
　この改正の後、中井を始めとする4名は、同年5月20日付で「海驢漁
業許可願」を島根県知事に提出した（※3）。この時、許可願いを提出
した者は他にもいたが、結果的に中井を始めとする4名に対してアシカ
漁が許可された（→No.10）。

資料概要 内容見本
島根県令第十八号
明治三十五年十一月本県令第百三十号漁業取締規則中
左ノ通更正ス
明治三十八年四月十四日　島根県知事松永武吉
第一条中浮網漁業ノ下（八束郡筑川郡地方ノ名称）トアル
ヲ（宍道湖ニ於テ使用スルモノニ限ル）ト更正ス
第一条中浮網漁業ノ次ニ左ノ通挿入ス
一、海驢漁業（隠岐国竹島ニ於ケルモノニ限ル）
第二条中浮網漁業ノ次ニ海驢漁業ヲ挿入ス
第三条括弧書中潜水器漁業ノ次ニ海驢漁業ヲ挿入ス
第八条ニ左ノ但書ヲ加フ
　但竿釣ハ此限ニアラス
第九条第一号イ、綟子ノ次ニ其他ノ織物ヲ挿入ス

※1

※2

※3

「海驢漁業許可願」『竹島貸下・海驢漁業書類』（1905年3月3日付、
出願者永海寛市）（島根県公文書センター所蔵ほか）
「甲庶第16号（竹島ヘ出漁願ノ義ニ付内申）」『竹嶋』
（1905年3月7日付）（島根県公文書センター所蔵）
「海驢漁業許可願」『竹嶋』（1905年5月20日付、出願者中井養三郎、
加藤重蔵、井口龍太、橋岡友次郎）（島根県公文書センター所蔵）

所蔵：島根県公文書センター
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1905年（明治38年）4月14日
島根県令第18号（漁業取締規則改正）
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作成年月日 1905年（明治38年）6月5日
編著者 島根県知事（松永武吉）
発行者 島根県
収録誌 竹嶋
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県公文書センター
利用方法 島根県公文書センターで利用手続を行う

（島根県竹島資料室で複製本の閲覧可）

行政権等の行使：③許認可・産業取締（漁業関連）

島根県からのアシカ漁業の許可、鑑札交付の通知No.10

　島根県漁業取締規則の改正により（→No.9）、竹島におけるアシ
カ漁業が島根県知事の許可漁業となり、中井養三郎ら4名は島根県
知事にアシカ漁業の許可願を1905年（明治38年）5月20日付で提
出した（※1）。
　この資料は、島根県知事が同年6月5日、中井らの願出を許可して
鑑札1枚を交付する旨を通知したものである（写し）。これには、竹島
におけるアシカ漁業を許可する4名の氏名と住所、また、鑑札（アシカ
漁業の許可証）1枚を交付することが記載されている。

資料概要 内容見本
島根県農第一九二六号
周吉郡西郷町大字西町
　　　　　中井養三郎
同郡　　同町大字同町
　　　　　加藤重蔵
同郡　　中村大字湊
　　　　　井口龍太
穏地郡五箇村大字久見
　　　　　橋岡友次郎
明治三十八年五月二十日願海驢漁業ノ件許可シ鑑札一
枚下付ス
明治三十八年六月五日
　　島根県知事松永武吉

※1 「海驢漁業許可願」『竹嶋』（1905年5月20日付、出願者中井養三郎、
加藤重蔵、井口龍太、橋岡友次郎）（島根県公文書センター所蔵）

43 44

所蔵：島根県公文書センター

1905年（明治38年）6月5日
島根県農第1926号
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作成年月日 1905年（明治38年）6月5日
編著者 島根県知事（松永武吉）
発行者 島根県
収録誌 竹嶋
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県公文書センター
利用方法 島根県公文書センターで利用手続を行う

（島根県竹島資料室で複製本の閲覧可）

行政権行使：③許認可・産業取締（漁業関連）

島根県からのアシカ漁業の許可、鑑札交付の通知No.10

　島根県漁業取締規則の改正により（→No.9）、竹島におけるアシ
カ漁業が島根県知事の許可漁業となり、中井養三郎ら4名は島根県
知事にアシカ漁業の許可願を1905年（明治38年）5月20日付で提
出した（※1）。
　この資料は、島根県知事が同年6月5日、中井らの願出を許可して
鑑札1枚を交付する旨を通知したものである（写し）。これには、竹島
におけるアシカ漁業を許可する4名の氏名と住所、また、鑑札（アシカ
漁業の許可証）1枚を交付することが記載されている。

資料概要 内容見本
島根県農第一九二六号
周吉郡西郷町大字西町
　　　　　中井養三郎
同郡　　同町大字同町
　　　　　加藤重蔵
同郡　　中村大字湊
　　　　　井口龍太
穏地郡五箇村大字久見
　　　　　橋岡友次郎
明治三十八年五月二十日願海驢漁業ノ件許可シ鑑札一
枚下付ス
明治三十八年六月五日
　　島根県知事松永武吉

※1 「海驢漁業許可願」『竹嶋』（1905年5月20日付、出願者中井養三郎、
加藤重蔵、井口龍太、橋岡友次郎）（島根県公文書センター所蔵）

43 44

所蔵：島根県公文書センター

1905年（明治38年）6月5日
島根県農第1926号
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作成年月日 1905年（明治38年）6月12日
編著者 中井養三郎、橋岡友次郎、井口龍太、加藤重造
発行者 中井養三郎、橋岡友次郎、井口龍太、加藤重造
収録誌 竹嶋
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県公文書センター
利用方法 島根県公文書センターで利用手続を行う

（島根県竹島資料室で複製本の閲覧可）

行政権等の行使：③許認可・産業取締（漁業関連）

竹島漁猟合資会社から島根県への代表者の届出

1905年（明治38年）6月12日
代表者届

　中井養三郎を代表社員として1905年（明治38年）6月6日付で
設立された竹島漁猟合資会社（→No.8）が、同年6月12日付で
島根県知事に同社の代表者を届け出た文書（写し）。

資料概要 内容見本
　　　代表者届
今般私共四名共同ニテ竹島海驢漁業許可願書提出仕候
ニ付左記ノ者代表者ト相定メ候条漁業法取扱規則第拾八
条ニ依リ此段御届候也
　　明治三十八年二月十二日
　　（届出人4名署名捺印）

47 48

No.11

所蔵：島根県公文書センター
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作成年月日 1905年（明治38年）6月12日
編著者 中井養三郎、橋岡友次郎、井口龍太、加藤重造
発行者 中井養三郎、橋岡友次郎、井口龍太、加藤重造
収録誌 竹嶋
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県公文書センター
利用方法 島根県公文書センターで利用手続を行う

（島根県竹島資料室で複製本の閲覧可）

行政権行使：③許認可・産業取締（漁業関連）

竹島漁猟合資会社から島根県への代表者の届出

1905年（明治38年）6月12日
代表者届

　中井養三郎を代表社員として1905年（明治38年）6月6日付で
設立された竹島漁猟合資会社（→No.8）が、同年6月12日付で
島根県知事に同社の代表者を届け出た文書（写し）。

資料概要 内容見本
　　　代表者届
今般私共四名共同ニテ竹島海驢漁業許可願書提出仕候
ニ付左記ノ者代表者ト相定メ候条漁業法取扱規則第拾八
条ニ依リ此段御届候也
　　明治三十八年二月十二日
　　（届出人4名署名捺印）

47 48

No.11
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発行者 中井養三郎、橋岡友次郎、井口龍太、加藤重蔵
収録誌 竹嶋
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県公文書センター
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行政権等の行使：③許認可・産業取締（漁業関連）

No.12 竹島漁猟合資会社設立の届出

　中井養三郎を代表社員とし、竹島におけるアシカの捕獲、製造
販売を目的とする竹島漁猟合資会社は、1905年（明治38年）6月
6日、裁判所に設立の登記を行い（→No.8）、同年6月12日に島根
県知事へ代表者届を提出（→No.10）、翌6月13日付で隠岐島司
に会社設立を届け出た。隠岐島司に提出された設立届の写しが
この資料である。
　設立届の冒頭には、中井ら4名が共同で事業を始め、合資会社
を設立して裁判所の登録を受けたこと、別紙に定款及び附属諸
規約を添付すること、そして4名の住所と氏名が記されている。
　定款には、商号を始め、事業目的が竹島のアシカの捕獲、製造
販売であること、社員の出資額及び責任、評決や役員の選出方
法、営業利益の積立割合などについて記載がある。
　また、社員内規には、毎年の事業開閉にあたり総会を開くこと、
内規に違反した者は社員権を喪失することなどが盛り込まれ、定
約證では、社員の中で死亡や破産する者がある場合、その共同漁
業権及び利益は相続人が取得することを取り決めている。

資料概要 内容見本
竹島漁猟合資会社設立御届
私共儀申合ノ上共同事業トシテ竹島海驢漁業致シ度旨兼
子テ出願罷在候処其共同条件ニ基キ此度合資会社ヲ設
立シ別紙ノ如ク定款及ヒ附属緒規約ヲ締結仕明治三十八
年六月六日ヲ以テ裁判所ノ登録ヲ受ケ候条此段御届仕候
也
明治三十八年六月十三日
周吉郡西郷町大字西町字指向
中井養三郎
穏地郡五箇村大字久見
橋岡友次郎
周吉郡中村大字湊
井口龍太
周吉郡西郷町大字西町
加藤重蔵
隠岐島司東文輔殿

竹島漁猟合資会社約款
一目的
　竹島海驢捕獲製造販売
一商号
　竹島漁猟合資会社
一社員ノ氏名住所
　島根県周吉郡西郷町大字西町字指向貮拾参番地
　中井養三郎
　島根県穏地郡五箇村大字久見貮百七拾四番地
　橋岡友次郎
　島根県周吉郡中村大字湊七百四拾番地
　井口龍太
　島根県周吉郡西郷町大字西町八尾二七番地
　加藤重蔵

一本店
　島根県周吉郡西郷町大字西町指字向貮拾参番地
一社員ノ出資ノ種類
　金銭
一各社員ノ出資額及責任
　一金壹千貮百円 無限 中井養三郎
　一金六百九拾円 有限 橋岡友次郎
　一金六百九拾円 有限 井口龍太
　一金四百貮拾円 有限 加藤重蔵
　一役員
　業務執行社員ハ社員ノ内ヨリ評決ヲ以テ左ノ役員ヲ任免シ業務ヲ
分担処理セシム
　一事務員壹名 一監督員　貮名
事務員ハ金銭ノ出納事務ヲ處理ス
監督ハ竹島ニ出張シ人夫ヲ指揮シ海驢捕獲製造及繁殖保護方法ヲ
処理ス
一評決
　本会社ニ於ケル評決ハ総社員ノ同意ヲ以テス若シ総社員ノ同意ヲ
得サルトキハ各社員ノ過半数ニ依リ其過半数ヲ得サルトキハ出資額ノ
過半数ニ依リ之ヲ決ス
但シ缺席シ若クハ意思ヲ表示セザルモノハ棄権ト見傚ス
一評決ヲ要スル事項
　業務執行ニ付評決ヲ要スル事項ハ左ノ如シ
　一事業ノ方法予算決算及利益配当ノ件
　一役員ノ報酬慰労賞与等ニ関スル件
　一捕獲物販売ニ関スル件
一積立金
　営業純益総額ノ貮割ハ積立ツル事
一代理者
　各社員ハ他ノ社員ノ評決ヲ得テ代理者ヲ置クコトヲ得
一捕獲方法
　海驢繁殖保護ノ方法ハ曽テ中井養三郎ガ当該官庁ニ説明シタル
意見ヲ採用スル事
一社員権ノ喪失
　左ノ各号ノ一ニ該当スルモノハ本会社々員タルノ権ヲ失フ
一法令又ハ定款ニ違背シタルモノ
二不正ノ行為アリタルモノ
三竹島海驢漁業ノ許可ヲ取消サレタルモノ
一退社員ノ権利
　退社員ハ出資ノ外持分ノ払戻シヲ受クルコトヲ得ズ
　右之通リニ候也
明治三十八年六月三日
無限責任社員 中井養三郎
有限責任社員 橋岡友次郎
同上  井口龍太
同上  加藤重蔵

竹島漁猟合資売会社々員内規
第壱条 明治三十八年五月二十日海驢漁業許可出願ニ際シ
四名ノ間ニ締結シタル申合規約ハ本内規トシテ其効力ヲ存ス
第貮条 年々事業ノ開閉ニ当リ社員ノ通常総会ヲ開ク
第三条 分担事務ヲ処理スルモノハ各其事務ニ付其責ニ任ス
第四条 販売物ノ代金ハ問屋ヨリ直接会社ニ送達スル事
第五条 二重鍵ノ金庫ヲ備置キ緊要ナル書類及銀行ニ預ケ
入ヲ為ス事能ハザル現金ヲ保蔵ス
但シ其出入ハ業務執行社員及事務員立会ノ上之レヲ為シ上鍵
ハ事務員之ヲ保管シ内鍵ハ業務執行社員之ヲ保管ス
第六条 本内規ニ違背シタルモノハ本社ノ社員権ヲ喪失ス
第七条 本内規ハ評決ニ依リ改正増補スルコトヲ得
右互ニ遵守スヘキ事ヲ契約ス
明治三十八年六月三日
周吉郡西郷町大字西町
中井養三郎
穏地郡五箇村大字久見
橋岡友次郎
周吉郡中村大字湊
井口龍太
同郡西郷町大字西町
加藤重蔵

定約證
死亡破産又ハ禁治産ノ宣告ニ依リ竹島海驢共同捕獲ノ権ヲ失
ヒタルモノアルトキハ其相続人ヲシテ権利及利益ヲ取得セシム
ルコトヲ互ニ契約ス其證仍テ如件
明治三十八年六月三日
周吉郡西郷町大字西町
中井養三郎
穏地郡五箇村大字久見
橋岡友次郎
周吉郡中村大字湊
井口龍太
周吉郡西郷町大字西町
加藤重蔵
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販売であること、社員の出資額及び責任、評決や役員の選出方
法、営業利益の積立割合などについて記載がある。
　また、社員内規には、毎年の事業開閉にあたり総会を開くこと、
内規に違反した者は社員権を喪失することなどが盛り込まれ、定
約證では、社員の中で死亡や破産する者がある場合、その共同漁
業権及び利益は相続人が取得することを取り決めている。

資料概要 内容見本
竹島漁猟合資会社設立御届
私共儀申合ノ上共同事業トシテ竹島海驢漁業致シ度旨兼
子テ出願罷在候処其共同条件ニ基キ此度合資会社ヲ設
立シ別紙ノ如ク定款及ヒ附属緒規約ヲ締結仕明治三十八
年六月六日ヲ以テ裁判所ノ登録ヲ受ケ候条此段御届仕候
也
明治三十八年六月十三日
周吉郡西郷町大字西町字指向
中井養三郎
穏地郡五箇村大字久見
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過半数ニ依リ之ヲ決ス
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　一事業ノ方法予算決算及利益配当ノ件
　一役員ノ報酬慰労賞与等ニ関スル件
　一捕獲物販売ニ関スル件
一積立金
　営業純益総額ノ貮割ハ積立ツル事
一代理者
　各社員ハ他ノ社員ノ評決ヲ得テ代理者ヲ置クコトヲ得
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第四条 販売物ノ代金ハ問屋ヨリ直接会社ニ送達スル事
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行政権等の行使：③許認可・産業取締（漁業関連）

竹島におけるアシカ漁業の許可証明（漁業鑑札）No.13

　1905年（明治38年）4月、島根県の漁業取締規則が改正され、竹島にお
けるアシカ漁業が島根県知事の許可漁業となった（→No.9）。その後、中
井養三郎ら4名から竹島におけるアシカ漁業の許可願いを受けて島根県
はそれを許可するとともに、それを証明する鑑札を交付した（→No.12）。許
可にあたっては期間が定められ、期限が迫るとアシカ漁業を希望する者は
再度許可願いを島根県に提出し許可を受けた（P13参照）。
　許可の都度交付された漁業鑑札のうち、①1920年（大正9年）5月5日、
②1929年（昭和4年）1月21日、③1934年（昭和9年）1月20日、④1943年
（昭和18年）11月12日付けの鑑札の写しがこの資料である。①は中井養三
郎の子息である中井養一宛、②③は竹島におけるアシカ漁業の権利を継
承した八幡長四郎ほか2名宛、④は八幡長四郎宛となっている。
　許可事項には漁場として竹島の周囲であることが示され、漁業時期、船
舶の種類及び隻数、従業者の員数、許可期間等が示され、アシカ漁業に従
事するときはこの鑑札を携帯することと注意書きがある。

資料概要

作成年月日 1920年（大正9年）5月5日、1929年（昭和4年）1月21日
1934年（昭和9年）1月20日、1943年（昭和18年）11月12日

編著者 -
発行者 島根県
収録誌 -
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 隠岐郷土館
利用方法 隠岐郷土館で閲覧する（ホームページ掲載写真の利用は

隠岐の島町総務課竹島対策室へ問い合せを行う）

内容見本
①1920年（大正9年）5月5日付鑑札
九第壹五参号
周吉郡西郷町
中井養一
海驢漁業鑑札
大正九年五月五日　島根県
　
許可事項
一、漁場　竹島沿海
一、漁獲物ノ種類　海驢
一、漁業時期　自五月至八月
一、船舶ノ種類及隻数　日本型漁船壹隻
一、従業者ノ員数
一、許可期間　五箇年
一、条件又ハ制限

注意=漁業ニ従事スルトキハ本鑑札ヲ携帯スベシ

②1929年（昭和4年）1月21日付鑑札
四第一八号
穏地郡五箇村大字久見八幡長四郎
同所　池田幸一
同所　橋岡忠重
海驢　漁業鑑札
昭和四年一月二十一日　島根県

許可事項
一、漁場　竹島ノ周囲
一、漁獲物ノ種類　海驢
一、漁業時期　自二月一日　至十一月三十日　
一、船舶ノ種類及隻数　発動機船海福丸八二噸　拾五馬力　壹隻
一、従業者ノ員数　八人
一、許可期間　五箇年
一、条件又ハ制限

注意=漁業ニ従事スルトキハ本鑑札ヲ携帯スベシ

③1934年（昭和9年）1月20日付鑑札
九第一〇号
穏地郡五箇村大字久見
八幡長四郎外貮名
海驢　漁業鑑札
昭和九年一月二十日　島根県

許可事項
一、漁場　竹島ノ周囲
一、漁獲物ノ種類　海驢
一、漁業時期　自二月一日　至十一月三十日　
一、船舶ノ種類及隻数　石油発動機船壱隻美喜丸四噸拾馬力
一、従業者ノ員数　八人
一、許可期間　箇年　自昭和九年一月二十日　至昭和拾四年一月
十九日
一、条件又ハ制限

注意=漁業ニ従事スルトキハ本鑑札ヲ携帯スベシ

④1943年（昭和18年）11月12日付鑑札
一八第参四四五号
住所穏地郡五箇村大字久見
氏名八幡長四郎
外貮名
海驢　漁業鑑札
昭和拾八年拾壱月拾弐日　島根県

許可事項
一、漁場　竹島ノ周囲
一、漁獲物ノ種類　海驢
一、漁業時期　自二月一日　至十一月三十日　
一、船舶ノ種類及隻数　発動機船第十神福丸壱隻一三屯三九馬力
一、従業者ノ員数　八人
一、許可期間　自昭和十八年十一月十二日　至昭和二十三年十一
月三十日
一、条件又ハ制限

注意=漁業ニ従事スルトキハ本鑑札ヲ携帯スベシ

65 66

1920年（大正9年）5月5日ほか
海驢漁業鑑札

資料集 https://www.cas.go.jp/ryodo/kenkyu/takeshima/
本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。

竹島研究・解説サイト 資料集 https://www.cas.go.jp/ryodo/kenkyu/takeshima/
本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。

竹島研究・解説サイト



行政権行使：③許認可・産業取締（漁業関連）

竹島におけるアシカ漁業の許可証明（漁業鑑札）No.13

　1905年（明治38年）4月、島根県の漁業取締規則が改正され、竹島にお
けるアシカ漁業が島根県知事の許可漁業となった（→No.9）。その後、中
井養三郎ら4名から竹島におけるアシカ漁業の許可願いを受けて島根県
はそれを許可するとともに、それを証明する鑑札を交付した（→No.12）。許
可にあたっては期間が定められ、期限が迫るとアシカ漁業を希望する者は
再度許可願いを島根県に提出し許可を受けた（P13参照）。
　許可の都度交付された漁業鑑札のうち、①1920年（大正9年）5月5日、
②1929年（昭和4年）1月21日、③1934年（昭和9年）1月20日、④1943年
（昭和18年）11月12日付けの鑑札の写しがこの資料である。①は中井養三
郎の子息である中井養一宛、②③は竹島におけるアシカ漁業の権利を継
承した八幡長四郎ほか2名宛、④は八幡長四郎宛となっている。
　許可事項には漁場として竹島の周囲であることが示され、漁業時期、船
舶の種類及び隻数、従業者の員数、許可期間等が示され、アシカ漁業に従
事するときはこの鑑札を携帯することと注意書きがある。

資料概要

作成年月日 1920年（大正9年）5月5日、1929年（昭和4年）1月21日
1934年（昭和9年）1月20日、1943年（昭和18年）11月12日

編著者 -
発行者 島根県
収録誌 -
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 隠岐郷土館
利用方法 隠岐郷土館で閲覧する（ホームページ掲載写真の利用は

隠岐の島町総務課竹島対策室へ問い合せを行う）

内容見本
①1920年（大正9年）5月5日付鑑札
九第壹五参号
周吉郡西郷町
中井養一
海驢漁業鑑札
大正九年五月五日　島根県
　
許可事項
一、漁場　竹島沿海
一、漁獲物ノ種類　海驢
一、漁業時期　自五月至八月
一、船舶ノ種類及隻数　日本型漁船壹隻
一、従業者ノ員数
一、許可期間　五箇年
一、条件又ハ制限

注意=漁業ニ従事スルトキハ本鑑札ヲ携帯スベシ

②1929年（昭和4年）1月21日付鑑札
四第一八号
穏地郡五箇村大字久見八幡長四郎
同所　池田幸一
同所　橋岡忠重
海驢　漁業鑑札
昭和四年一月二十一日　島根県

許可事項
一、漁場　竹島ノ周囲
一、漁獲物ノ種類　海驢
一、漁業時期　自二月一日　至十一月三十日　
一、船舶ノ種類及隻数　発動機船海福丸八二噸　拾五馬力　壹隻
一、従業者ノ員数　八人
一、許可期間　五箇年
一、条件又ハ制限

注意=漁業ニ従事スルトキハ本鑑札ヲ携帯スベシ

③1934年（昭和9年）1月20日付鑑札
九第一〇号
穏地郡五箇村大字久見
八幡長四郎外貮名
海驢　漁業鑑札
昭和九年一月二十日　島根県

許可事項
一、漁場　竹島ノ周囲
一、漁獲物ノ種類　海驢
一、漁業時期　自二月一日　至十一月三十日　
一、船舶ノ種類及隻数　石油発動機船壱隻美喜丸四噸拾馬力
一、従業者ノ員数　八人
一、許可期間　箇年　自昭和九年一月二十日　至昭和拾四年一月
十九日
一、条件又ハ制限

注意=漁業ニ従事スルトキハ本鑑札ヲ携帯スベシ

④1943年（昭和18年）11月12日付鑑札
一八第参四四五号
住所穏地郡五箇村大字久見
氏名八幡長四郎
外貮名
海驢　漁業鑑札
昭和拾八年拾壱月拾弐日　島根県

許可事項
一、漁場　竹島ノ周囲
一、漁獲物ノ種類　海驢
一、漁業時期　自二月一日　至十一月三十日　
一、船舶ノ種類及隻数　発動機船第十神福丸壱隻一三屯三九馬力
一、従業者ノ員数　八人
一、許可期間　自昭和十八年十一月十二日　至昭和二十三年十一
月三十日
一、条件又ハ制限

注意=漁業ニ従事スルトキハ本鑑札ヲ携帯スベシ

65 66

1920年（大正9年）5月5日ほか
海驢漁業鑑札
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行政権等の行使：③許認可・産業取締（漁業関連）

竹島におけるアシカ漁業以外の漁業や水産動植物類の採捕を禁止No.14

　この資料は、島根県漁業取締規則を改正し、竹島におけるアシカ
漁業以外の漁業や水産動植物類の採捕を禁止する県令である。
　竹島においてアシカ漁業を希望する4名は、1905年（明治38年）6
月5日付で島根県知事から許可を受け（→No.10）、竹島漁猟合資
会社（→No.11、12）を組織して竹島におけるアシカ漁業を開始し
た。その後、同社は、密漁を防止し、アシカの保護を図る上で竹島の
全島借用とその地先水面使用の必要性を感じ（※1）、翌1906年（明
治39年）4月30日、竹島の全島借用と地先水面の占用免許を島根
県知事に申請した。しかし、官有地借用については許可が与えられ
たが（※2）、地先水面の占用免許は与えられなかった。
　そのため同社は、1907年（明治40年）に再度これを島根県知事に
申請したが、隠岐島司の意見に基づき（※3）、島根県知事は、1908
年（明治41年）6月30日付の県令によって1902年（明治35年）の漁
業取締規則（→No.9）を改正し、第8条の改正によって、竹島及びそ
の地先20丁以内でアシカ漁業以外の漁業を禁止する規定が追加さ
れた。

資料概要 内容見本
島根県令第四十八号
明治三十五年十一月本県令第百三十号漁業取締規則中左ノ
通リ更正シ本年七月一日ヨリ施行ス
明治四十一年六月三十日　島根県知事若林賚蔵

一、第一条ヲ左ノ通リ更正ス
漁業法施行規則第五十六条ニ掲クル漁業ノ外左ニ掲クル漁業
ヲ為サントスル者ハ知事ノ許可ヲ受クヘシ但シ第七号ノ漁業ハ
明治三十八年二月本県告示第四十号所定竹島ニ於ケルモノニ
限リ又第八号乃至第十一号ノ漁業ハ湖沼河川ニ於ケルモノニ
限ル
　一、打瀬網漁業　二、手繰網漁業
　三、魬掛網漁業　四、笄網漁業
　五、白魚張切網漁業　六、一定ノ曳揚場ヲ有セサル地曳網漁業
　七、海驢漁業　八、浮網漁業
　九、縺網漁業　十、公魚掛網漁業
　十一、張切網漁業（定置漁業ニ属セサルモノ）
　前項漁業ノ許可ヲ為シタルトキハ漁業鑑札ヲ下付ス
一、第二条ヲ左ノ通リ更生ス
漁業許可ノ期間ハ潜水器漁業ニアリテハ一箇年以内其ノ他ノ
漁業ハ五箇年以内トス
一、第三条ヲ左ノ通リ更正ス
漁業許可ヲ受ケムトスル者ハ願書ニ左ノ事項ヲ記載スヘシ但シ
張切網、浮網、公魚掛網漁業ノ願書ニハ左記各号ノ外漁具敷
設ノ形状及区域ヲ記載シタル図面貮通ヲ添付スへシ
　一、漁業ノ名称
　二、漁業ノ場所
　三、漁具ノ構造及其ノ使用法
　四、漁獲物ノ種類
　五、漁業時期
　六、許可期間
（中略）
一、第八条ニ左ノ一項ヲ追加ス
竹島（明治三十八年二月本県告示第四十号）及其ノ地先二十
丁以内ニ於テ海驢漁業以外ノ漁業ヲ禁ス

1908年（明治41年）6月30日
島根県令第48号（漁業取締規則）

※1

※2

※3

「竹島経営ニ関スル陳情書」（1906年4月30日）『竹嶋』
（島根県公文書センター所蔵）
「島根県地第2034号」（1906年7月2日）
『渉外関係綴（竹島関係綴）　昭和28年度』
（島根県竹島資料室所蔵）
「甲農第91号」（1907年8月7日）『竹島貸下・海驢漁業書類』
（島根県公文書センター所蔵）
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作成年月日 1908年（明治41年）6月30日
編著者 島根県知事（若林賚蔵）
発行者 島根県
収録誌 島根県令　明治41年
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県公文書センター
利用方法 島根県公文書センターで利用手続きを行う

（島根県竹島資料室で複製本の閲覧可）
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行政権等の行使：③許認可・産業取締（漁業関連）

竹島におけるアシカ漁業以外の漁業を制限する区域を図示

1911年（明治44年）12月30日
島根県令第54号

No.15

　この資料は、1911年（明治44年）12月に新たに制定された島
根県漁業取締規則である。引き続き竹島におけるアシカ漁業は
県知事の許可漁業に指定され、また、竹島とその地先水面におけ
るアシカ漁業以外の水産物の採捕禁止も継続されるとともに（第
3章「繁殖保護及取締」第15条）、アシカ漁業の許可範囲（水産
物の採捕禁止範囲）が付図により示された（朱線で表示された）。

資料概要 内容見本
島根県令第五十四号
漁業取締規則左ノ通定ム
明治四十四年十二月三十日　島根県知事高岡直吉
漁業取締規則
第一章総則
第一条　左ニ掲クル漁業ヲ為サムトスル者ハ知事ニ出願許可ヲ
受クヘシ但シ専用漁業権ニ依リテ為ス場合ハ此限ニ在ラス
　一、白魚建網漁業（定置漁業ニ該当セサルモノ）
　二、公魚建網漁業（同上）
　三、鰮地曳網漁業（一定ノ曳揚場ヲ有セサルモノ）
　四、鰮巾着網漁業
　五、鰮揚繰網漁業
　六、手繰網漁業
　七、笄網漁業
　八、打瀬網漁業
　九、鰡敷網漁業（一定ノ網場ヲ有セサルモノ）
　十、網筌漁業
　十一、鱰釣漁業
　十二、海驢漁業（刺網、撲殺、銃殺）
　十三、雑魚船曳網漁業（一定ノ曳寄場ヲ有セサルモノ）中海ニ
於ケルモノニ限ル
　十四、雑魚旋網漁業　中海ニ於ケルモノニ限ル
　十五、雑魚建網漁業（一定置漁業ニ属セサルモノ）　河川湖
沼ニ於ケルモノニ限ル
前項ノ許可ヲナシタルトキハ一漁業毎ニ鑑札ヲ下付ス
（略）
第十五条　左ニ掲クル区域内ヲ禁漁区トシ水産動植物ノ採捕
ヲ禁ス
（略）
　五、竹島（明治三十八年二月本県告示第四十号）及其ノ地先
別紙第五号図朱線内ノ区域但シ海驢漁業ハ此限ニ在ラス
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作成年月日 1911年（明治44年）12月30日
編著者 島根県知事（高岡直吉）
発行者 島根県
収録誌 島根県令　明治44年
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県公文書センター
利用方法 島根県公文書センターで利用手続きを行う

（島根県竹島資料室で複製本の閲覧可）
所蔵：島根県公文書センター
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行政権等の行使：③許認可・産業取締（漁業関連）

竹島周辺海面でアシカ漁業者に限り海藻、貝類の採取を許可No.16

　1921年（大正10年）4月、島根県は1911年（明治44年）の島
根県令第54号（島根県漁業取締規則）を改正し、アシカ漁業者
に対して、許可海面において（→No.15）、海藻、貝類の採取を行
えるようにした。この資料は、それを島根県報で報じたもの。
　1911年（明治44年）の島根県令第54号では、第15条で竹島
とその地先における水産動植物の採捕を禁止していたが、指定区
域内でのアシカ漁業を許可していた。この改正では、その指定区
域内で、アシカ漁業者に限って、テングサ、ノリ、ワカメ、サザエ、ア
ワビ、カラス貝等を採取することを認めた。

資料概要 内容見本
島根県令第二十一号
明治四十四年十二月島根県令第五十四号漁業取締規則中左
ノ通改正ス
大正十年四月一日島根県知事財部實秀
（略）
第十五条第一号、第二号、第五号及第六号ヲ左ノ如ク改メ仍第
七号ノ次ニ左ノ二号ヲ加フ
（略）
　五　但書ヲ「但シ許可ヲ受ケタル海驢漁業及該漁業者カ石
花菜、海苔、和布、栄螺、鮑、貽介等ヲ採取スルハ此限ニ在ラス」
ニ改ム
（略）

作成年月日 1921年（大正10年）4月1日
編著者 島根県知事（財部賓秀）
発行者 島根県
収録誌 島根県報第508号
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県立図書館
利用方法 島根県立図書館で利用手続きを行う

所蔵：島根県立図書館
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行政権等の行使：③許認可・産業取締（漁業関連）

アシカ漁業者への衛生面における指導No.17

　この資料は、日本海軍が竹島に仮設望楼を建設するにあたり、
1905年（明治38年）7月4日、佐世保鎮守府司令長官から島根県
知事に対して竹島のアシカ漁業者取締について照会したものの
写し。
　照会内容は、仮設望楼の建設に際して竹島の実地調査を行っ
たところ、島根県から竹島に渡航している多数の者たちが、捕獲し
たアシカの皮を剥ぎ肉体を海岸へ投棄し、付近の海水が黄色く
濁り悪臭を放ちそれが到底耐えられるものではないこと、佐世保
鎮守府としては仮設望楼の建設のために人員を竹島に在勤させ
なければならないが、そうした衛生上の問題があるので難しく、今
後、竹島へ出漁する者に対してアシカの肉体を海岸に投棄せず、
添付した別紙図面（現存しない）の方向の遠い海上に投棄するよ
う注意を促すものであった。
　この照会を受け、同年7月22日、島根県第4部長は、隠岐島司に
警察署長と協議の上で速やかに取締を行うよう通牒し（→
No.18）、隠岐島司は同年7月26日、竹島のアシカ漁業者らに厳
重に説示した（→No.19）。

資料概要 内容見本
佐鎮機密第七号ノ四九
今回其筋ノ訓令ニ依リ本府ニ於テ日本海竹島（リヤンコールド
岩）営造物建設ニ着手可致然ルニ同島ニハ貴県下ヨリ毎年海
豹（驢ナラン）猟ノ為メ渡航スルモノ数多有之候趣過日本府ニ
於テ実地踏査セシメ候際左記ノモノノ外数十名目下在猟致居
候趣同人等ノ所為ニ依レバ海豹ノ皮ヲ剝キ肉体ハ其侭同海岸
ヘ投棄シ其数頗ル多クシテ漸次腐敗シ附近潮水ハ黄色ヲ呈シ
一種異様ノ悪臭ヲ放チ到底当人ノ堪ヘ得ベキ所ニ無之然ルニ
本府ニ於テ営造物建設ノ上ハ必要ノ人員ヲ在勤セシメ候ニ付
テハ衛生上難擱候条今後出猟スルモノニ対シテハ、海岸ヘ投棄
セス別紙図面ノ方向遠ク海上ニ搬棄スル様貴県ニ於テ厳達相
成度又目下ノ渡航者ニ対シテハ右ノ趣至急御達相成候様致度
此段及御照会候也
明治三十八年七月四日
鮫島佐世保鎮守府司令長官
松永島根県知事殿

島根県隠岐国西郷町大字西町
中井養三郎
外数十名

作成年月日 1905年（明治38年）7月4日
編著者 佐世保鎮守府司令長官
発行者 佐世保鎮守府
収録誌 竹嶋
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県公文書センター
利用方法 島根県公文書センターで利用手続きを行う

（島根県竹島資料室で複製本の閲覧可）
所蔵：島根県公文書センター
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濁り悪臭を放ちそれが到底耐えられるものではないこと、佐世保
鎮守府としては仮設望楼の建設のために人員を竹島に在勤させ
なければならないが、そうした衛生上の問題があるので難しく、今
後、竹島へ出漁する者に対してアシカの肉体を海岸に投棄せず、
添付した別紙図面（現存しない）の方向の遠い海上に投棄するよ
う注意を促すものであった。
　この照会を受け、同年7月22日、島根県第4部長は、隠岐島司に
警察署長と協議の上で速やかに取締を行うよう通牒し（→
No.18）、隠岐島司は同年7月26日、竹島のアシカ漁業者らに厳
重に説示した（→No.19）。

資料概要 内容見本
佐鎮機密第七号ノ四九
今回其筋ノ訓令ニ依リ本府ニ於テ日本海竹島（リヤンコールド
岩）営造物建設ニ着手可致然ルニ同島ニハ貴県下ヨリ毎年海
豹（驢ナラン）猟ノ為メ渡航スルモノ数多有之候趣過日本府ニ
於テ実地踏査セシメ候際左記ノモノノ外数十名目下在猟致居
候趣同人等ノ所為ニ依レバ海豹ノ皮ヲ剝キ肉体ハ其侭同海岸
ヘ投棄シ其数頗ル多クシテ漸次腐敗シ附近潮水ハ黄色ヲ呈シ
一種異様ノ悪臭ヲ放チ到底当人ノ堪ヘ得ベキ所ニ無之然ルニ
本府ニ於テ営造物建設ノ上ハ必要ノ人員ヲ在勤セシメ候ニ付
テハ衛生上難擱候条今後出猟スルモノニ対シテハ、海岸ヘ投棄
セス別紙図面ノ方向遠ク海上ニ搬棄スル様貴県ニ於テ厳達相
成度又目下ノ渡航者ニ対シテハ右ノ趣至急御達相成候様致度
此段及御照会候也
明治三十八年七月四日
鮫島佐世保鎮守府司令長官
松永島根県知事殿

島根県隠岐国西郷町大字西町
中井養三郎
外数十名

作成年月日 1905年（明治38年）7月4日
編著者 佐世保鎮守府司令長官
発行者 佐世保鎮守府
収録誌 竹嶋
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県公文書センター
利用方法 島根県公文書センターで利用手続きを行う
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所蔵：島根県公文書センター

93 94

1905年（明治38年）7月4日
佐鎮機密第7号ノ49

資料集 https://www.cas.go.jp/ryodo/kenkyu/takeshima/
本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。

竹島研究・解説サイト 資料集 https://www.cas.go.jp/ryodo/kenkyu/takeshima/
本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。

竹島研究・解説サイト



所蔵：島根県公文書センター

95 96資料集 https://www.cas.go.jp/ryodo/kenkyu/takeshima/
本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。

竹島研究・解説サイト 資料集 https://www.cas.go.jp/ryodo/kenkyu/takeshima/
本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。

竹島研究・解説サイト



所蔵：島根県公文書センター

95 96資料集 https://www.cas.go.jp/ryodo/kenkyu/takeshima/
本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。

竹島研究・解説サイト 資料集 https://www.cas.go.jp/ryodo/kenkyu/takeshima/
本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。

竹島研究・解説サイト



行政権等の行使：③許認可・産業取締（漁業関連）

島根県が隠岐島司にアシカ漁業者を取り締るよう指示

1905年（明治38年）7月22日
衛第706号

No.18

　1905年（明治38年）7月4日、佐世保鎮守府司令長官から島根
県知事に対し、竹島のアシカ漁業者を取り締まるよう要請があっ
た（→No.17）。この資料は、島根県第4部長が同年7月22日、隠
岐島司に対し取締を指示したものの写し。
　指示には、佐世保鎮守府司令長官からの照会が添付され、警
察署長と協議の上で速やかに取締を行うこととある。
　隠岐島司は、同年7月26日、当該の漁業者らに厳重に説示した
ことを、島根県第4部長に回答した（→No.19）。

資料概要 内容見本
衛第七〇六号
竹島ニ於ケル海驢猟者取締方ノ儀ニ関シ佐世保鎮守府司令長
官ヨリ別紙ノ通リ照会有之候ニ付警察署長ト協議之上速ニ厳
重取締方施行相成度依命此段通牒候也
明治三十八年七月二十二日
　　　　　　　島根県第四部長
　　　　　　　　　事務官佐藤孝三郎

隠岐島司　東文輔殿

作成年月日 1905年（明治38年）7月22日
編著者 島根県第四部長（佐藤孝三郎）
発行者 島根県
収録誌 竹嶋
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県公文書センター
利用方法 島根県公文書センターで利用手続きを行う

（島根県竹島資料室で複製本の閲覧可） 所蔵：島根県公文書センター
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行政権行使：③許認可・産業取締（漁業関連）

島根県が隠岐島司にアシカ漁業者を取り締るよう指示

1905年（明治38年）7月22日
衛第706号

No.18

　1905年（明治38年）7月4日、佐世保鎮守府司令長官から島根
県知事に対し、竹島のアシカ漁業者を取り締まるよう要請があっ
た（→No.17）。この資料は、島根県第4部長が同年7月22日、隠
岐島司に対し取締を指示したものの写し。
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察署長と協議の上で速やかに取締を行うこととある。
　隠岐島司は、同年7月26日、当該の漁業者らに厳重に説示した
ことを、島根県第4部長に回答した（→No.19）。

資料概要 内容見本
衛第七〇六号
竹島ニ於ケル海驢猟者取締方ノ儀ニ関シ佐世保鎮守府司令長
官ヨリ別紙ノ通リ照会有之候ニ付警察署長ト協議之上速ニ厳
重取締方施行相成度依命此段通牒候也
明治三十八年七月二十二日
　　　　　　　島根県第四部長
　　　　　　　　　事務官佐藤孝三郎

隠岐島司　東文輔殿

作成年月日 1905年（明治38年）7月22日
編著者 島根県第四部長（佐藤孝三郎）
発行者 島根県
収録誌 竹嶋
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県公文書センター
利用方法 島根県公文書センターで利用手続きを行う
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行政権等の行使：③許認可・産業取締（漁業関連）

アシカ漁業者に衛生上の指導をしたことを報告No.19

　1905年（明治38年）7月4日、佐世保鎮守府司令長官から島根
県知事に対し、竹島のアシカ漁業者らを取り締まるよう要望があ
り（→No.17）、島根県第四部長は同年7月22日付で隠岐島司に
対し竹島のアシカ漁業者の取締を指示した（→No.18）。
　この資料は、島根県からの指示を受けた隠岐島司が、警察署
長と協議し、当該のアシカ漁業者らを召喚し厳重に説示を行った
ことを島根県第四部長に同年7月26日付で報告したものの写し。
　隠岐島司は、指示通りアシカ漁業者に対して説示を行ったこ
と、アシカ漁業者に請書の通り励行することとし、また、社員1名を
竹島に派遣することにしたことを報告した。

資料概要 内容見本
乙衛第二六号
本月二十二日衛第七○六号ヲ以テ竹島ニ於ケル海驢猟者取締
方ノ件御通牒之趣了承警察署トモ協議シ直チニ当業者ヲ召喚
シ厳重説示ノ上別紙請書之通将来励行スルコトヽ シ実地ヘハ
特ニ社員壱名ヲ派遣セシメ候条右ニ御承知相成度此段及回答
候也
明治三十八年七月二十六日
　　　　　　　　　隠岐島司　東文輔
島根県第四部長
　事務官佐藤孝三郎殿

作成年月日 1905年（明治38年）7月26日
編著者 隠岐島司（東文輔）
発行者 隠岐島庁
収録誌 竹嶋
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県公文書センター
利用方法 島根県公文書センターで利用手続きを行う

（島根県竹島資料室で複製本の閲覧可）
所蔵：島根県公文書センター
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行政権行使：③許認可・産業取締（漁業関連）

アシカ漁業者に衛生上の指導をしたことを報告No.19

　1905年（明治38年）7月4日、佐世保鎮守府司令長官から島根
県知事に対し、竹島のアシカ漁業者らを取り締まるよう要望があ
り（→No.17）、島根県第四部長は同年7月22日付で隠岐島司に
対し竹島のアシカ漁業者の取締を指示した（→No.18）。
　この資料は、島根県からの指示を受けた隠岐島司が、警察署
長と協議し、当該のアシカ漁業者らを召喚し厳重に説示を行った
ことを島根県第四部長に同年7月26日付で報告したものの写し。
　隠岐島司は、指示通りアシカ漁業者に対して説示を行ったこ
と、アシカ漁業者に請書の通り励行することとし、また、社員1名を
竹島に派遣することにしたことを報告した。

資料概要 内容見本
乙衛第二六号
本月二十二日衛第七○六号ヲ以テ竹島ニ於ケル海驢猟者取締
方ノ件御通牒之趣了承警察署トモ協議シ直チニ当業者ヲ召喚
シ厳重説示ノ上別紙請書之通将来励行スルコトヽ シ実地ヘハ
特ニ社員壱名ヲ派遣セシメ候条右ニ御承知相成度此段及回答
候也
明治三十八年七月二十六日
　　　　　　　　　隠岐島司　東文輔
島根県第四部長
　事務官佐藤孝三郎殿

作成年月日 1905年（明治38年）7月26日
編著者 隠岐島司（東文輔）
発行者 隠岐島庁
収録誌 竹嶋
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県公文書センター
利用方法 島根県公文書センターで利用手続きを行う

（島根県竹島資料室で複製本の閲覧可）
所蔵：島根県公文書センター
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乙衛第26号
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行政権等の行使：③許認可・産業取締（鉱業権関連）

商工省大阪鉱山監督局による竹島の燐鉱試掘願許可の公告No.20

　竹島には多数の海猫が生息しており、長年にわたって堆積し
た排泄物がグアノ燐鉱床を生成していると考えられ、鳥取県在
住の2名から1935年（昭和10年）5月、大阪鉱山監督局に対して
燐鉱試掘願が出された。これを受けた大阪燐鉱山監督局は、
1936年（昭和11年）、技師を竹島に派遣して実情を調査した。
　この結果を受け大阪鉱山監督局は、1939年（昭和14年）6月6
日付で、鳥取県在住2名に対し燐鉱試掘願を許可した。この資料
は、商工省が許可の内容について同年9月19日付の官報で公告
したもの。
　官報には、試掘願許可が出された申請者の情報や、鉱種、面
積、鉱区の所在地、許可及び登録の月日などが記載され、鉱区所
在地として隠岐国竹島及び地先水面、鉱種は燐、面積が83,800
坪と記されている。

資料概要 内容見本
鉱業事項　鉱業法二依リ処分シタルモノ左ノ如シ
（商工省）　
試掘願許可　登録番号：島根二、一四三
鉱区所在地：隠岐国竹島及同地先海面　
鉱種：燐　
面積：八三,八〇〇坪
鉱業権者住所氏名：鳥取県（略）
許可及登録ノ月日：十四年 六月六日

所蔵：島根県立図書館

作成年月日 1939年（昭和14年）9月19日
編著者 商工省
発行者 大蔵省印刷局
収録誌 官報 第3813号
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県立図書館
利用方法 島根県立図書館で利用手続きを行う
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作成年月日 1939年（昭和14年）9月19日
編著者 商工省
発行者 大蔵省印刷局
収録誌 官報 第3813号
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公開有無 有
所蔵機関 島根県立図書館
利用方法 島根県立図書館で利用手続きを行う
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行政権等の行使：④課税等

島根県が営業税の課目中にアシカ漁業を加える

1906年（明治39年）3月1日
島根県令第8号（県税賦課規則）

No.21

　1906年（明治39年）3月1日、島根県は、県令第8号により県
税賦課規則（1901年（明治34年）県令第11号）を改正し、営業
課目別の県税賦課額のうち、漁業採藻の課目の欄に「海驢漁」
を追加した。
　賦課額は、「年税金上リ高千分ノ十五」と定められ、また、アシ
カ漁業者ではない者がこれを捕獲した場合も課税する旨の規
定がある。

資料概要 内容見本
島根県令第八号
明治三十四年三月本県令第十一号県税賦課規則中県会ノ議
決ヲ経内務大臣大蔵大臣ノ許可ヲ得テ別紙ノ通改正シ明治三
十九年度所属ヨリ施行ス
明治三十九年三月一日　島根県知事松永武吉
（略）
第十一条　雑種税ハ左ノ課目及課額ニ依リ之ヲ賦課ス
（略）
漁業採藻
　外海ノ部
　　鯨漁
　　海驢漁　年税金上リ高千分ノ十五
　　当該漁業者ニ非ラサルモノニ於テ捕獲シタルトキ亦本税ヲ
課ス
（略）

作成年月日 1906年（明治39年）3月1日
編著者 島根県知事（松永武吉）
発行者 島根県
収録誌 島根県県令　明治39年
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県公文書センター
利用方法 島根県公文書センターで利用手続きを行う

（島根県竹島資料室で複製本の閲覧可）

所蔵：島根県公文書センター
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④課税等

島根県が営業税の課目中にアシカ漁業を加える
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No.21

　1906年（明治39年）3月1日、島根県は、県令第8号により県
税賦課規則（1901年（明治34年）県令第11号）を改正し、営業
課目別の県税賦課額のうち、漁業採藻の課目の欄に「海驢漁」
を追加した。
　賦課額は、「年税金上リ高千分ノ十五」と定められ、また、アシ
カ漁業者ではない者がこれを捕獲した場合も課税する旨の規
定がある。

資料概要 内容見本
島根県令第八号
明治三十四年三月本県令第十一号県税賦課規則中県会ノ議
決ヲ経内務大臣大蔵大臣ノ許可ヲ得テ別紙ノ通改正シ明治三
十九年度所属ヨリ施行ス
明治三十九年三月一日　島根県知事松永武吉
（略）
第十一条　雑種税ハ左ノ課目及課額ニ依リ之ヲ賦課ス
（略）
漁業採藻
　外海ノ部
　　鯨漁
　　海驢漁　年税金上リ高千分ノ十五
　　当該漁業者ニ非ラサルモノニ於テ捕獲シタルトキ亦本税ヲ
課ス
（略）

作成年月日 1906年（明治39年）3月1日
編著者 島根県知事（松永武吉）
発行者 島根県
収録誌 島根県県令　明治39年
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県公文書センター
利用方法 島根県公文書センターで利用手続きを行う

（島根県竹島資料室で複製本の閲覧可）

所蔵：島根県公文書センター
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作成年月日 1925年（大正14年）5月14日
編著者 隠岐島庁
発行者 隠岐島庁

言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県公文書センター
利用方法 島根県公文書センターで利用手続きを行う

（竹島資料室で複製本の閲覧可能）

収録誌 諸収入徴収元帳　隠岐島庁
自大正14年度至昭和3年度

行政権等の行使：④課税等

大正14年度分の官有地（竹島）使用料の徴収記録No.22

　竹島の使用者（アシカ漁業者）は、島根県知事に官有地借用願
を提出し、許可を取得した上で毎年使用料を支払い竹島を使用
していた（P11参照）。使用料は許可願の名義人、または代理人に
よって国庫に納入された。この資料は、隠岐島庁が作成した諸収
入の台帳（徴収元帳）に記載された、竹島の官有地使用料の徴
収記録の写しである（1925年（大正14年）度分）。
　台帳からは、官業及び官有財産の収入区分であり、官有物
貸下料（地所使用料）の記録であることがわかり、項目には事
由、金額、納入住所、氏名などの記載がある。
　「事由」には、大正14年4月から15年3月までの1年分の竹島
の使用料であることが記載され、金額は4円70銭、納入者は竹
島漁猟合資会社代表社員の中井養三郎となっている。

資料概要 内容見本
経常部
官業及官有財産収入
官有物貸下料
地所使用料

事由　竹島島嶼反別弐拾参町参反参畝歩使用料自十四年四
月至十五年三月一ヶ年分
告知書番号　一
収入区別　日本銀行（印）代
金額　4700　（印）
調定年月日　　十四年四月三十日
納期年月日　　十四年五月十三日
収入済年月日　同年五月十四日
納人住所　西郷町
氏名　竹島漁猟合資会社
　　　代表社員
　　　　中井養三郎

所蔵：島根県公文書センター
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1925年（大正14年）5月14日
官有物貸下料
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④課税等

大正14年度分の官有地（竹島）使用料の徴収記録No.22

　竹島の使用者（アシカ漁業者）は、島根県知事に官有地借用願
を提出し、許可を取得した上で毎年使用料を支払い竹島を使用
していた（P11参照）。使用料は許可願の名義人、または代理人に
よって国庫に納入された。この資料は、隠岐島庁が作成した諸収
入の台帳（徴収元帳）に記載された、竹島の官有地使用料の徴
収記録の写しである（1925年（大正14年）度分）。
　台帳からは、官業及び官有財産の収入区分であり、官有物
貸下料（地所使用料）の記録であることがわかり、項目には事
由、金額、納入住所、氏名などの記載がある。
　「事由」には、大正14年4月から15年3月までの1年分の竹島
の使用料であることが記載され、金額は4円70銭、納入者は竹
島漁猟合資会社代表社員の中井養三郎となっている。

資料概要 内容見本
経常部
官業及官有財産収入
官有物貸下料
地所使用料

事由　竹島島嶼反別弐拾参町参反参畝歩使用料自十四年四
月至十五年三月一ヶ年分
告知書番号　一
収入区別　日本銀行（印）代
金額　4700　（印）
調定年月日　　十四年四月三十日
納期年月日　　十四年五月十三日
収入済年月日　同年五月十四日
納人住所　西郷町
氏名　竹島漁猟合資会社
　　　代表社員
　　　　中井養三郎

所蔵：島根県公文書センター
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1925年（大正14年）5月14日
官有物貸下料
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